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巻頭言

高木 尚

全国訪問教育研究会会長

「訪問教育研究」第２６集をお届けします。

２０１３年８月、全訪研第２６回全国大会は、

滋賀県にて開催されました。プレ集会を含め、現

地実行委員会での様々な論議を経て、文字通りの

「滋賀大会」として開催された本大会は、発達保

障思想発祥の地「滋賀」にふさわしく、「すべて

の子どもに発達保障を」を大会テーマに掲げると

ともに、今までの「地域に根ざした訪問教育」に

「学校」を加え、「学校・地域に根ざした訪問教

育」としました。学校の中での訪問教育の位置づ

けを一層高めていく視点を今一度確認しようと

いう意味をもっていました。

現地滋賀の「開催地からの報告」を貫いている

思いは、「訪問の子＝学校の子」という思想、さ

らに「学校に訪問教育を合わせるのではなく、訪

問教育生の願いや課題に、学校を合わせる方向」

（「開催地からの報告」）でした。「子どもたちを

真ん中に」「子どもたちの願いに応じて」という

全訪研結成の基本中の基本を、もう一度確認させ

られる報告が、参加者の胸を打ちました。特別支

援教育が始まって６年、学校では充分論議し合意

を形成しなければならない課題が山積していま

す。そのような中でも、私たちが忘れてはならな

い、安易に流されてはならない「観点」が、ここ

には示されていたように思います。

大会記念講演は、高谷清先生にお願いをしまし

た。高谷先生には全訪研結成初期から大変お世話

になっており、記念講演も数回を数えています。

その都度その都度、私たちに新しい問題提起をし

ていただき、目を見開かされる思いをします。今

回は、「重い障害のある人の生きるよろこびと『生

命倫理』」をテーマに、まさに、今現在に即した

お話を伺うことが出来ました。御礼申し上げます。 

８個の分科会、５つのワークショップでは、全

国からの実践レポート・講師による講義や実技講

座など、全訪研ならではの内容で、参加者の学

び・交流が活発に繰り広げられました。レポート

の作成・発表がなかなか難しくなってきている現

状はありますが、それに抗して、全国から豊かで

貴重な実践、成功も失敗も含めて、参加者が学

び・交流し、明日からの活力を生むような、そん

な話し合いを期待するものです。

本書を手に取られた方が、本書の中に一つでも

二つでも「オーッ」「なるほど････」という所を

発見されますよう、また、訪問教育及び全訪研の

更なる前進に向けて、忌憚のないご意見をよせて

頂きますようお願いして、巻頭言といたします。 
  （２０１３年１２月） 
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Ⅰ 全国訪問教育研究大会第２６回全国大会（滋賀） 

全国訪問教育研究会第 25 回全国大会要項 

■大会テーマ■

「学校・地域に根ざした訪問教育を進めよう ～すべての子どもに発達保障を～」 

■開催日時■

２０１３年８月５日（月）～７日（水）   開場１２時００分（開会１３時００分） 

■会場■

ピアザ淡海（おうみ） 滋賀県立県民交流センター 

〒520-0801 滋賀県大津市におの浜1丁目1番20号 TEL 077-527-3315 

■主催■

全国訪問教育研究会

■後援■

文部科学省・厚生労働省

全国特別支援教育推進連盟・全国特別支援学校肢体不自由教育校長会

全国特別支援学校知的障害教育校長会・全国特別支援学校病弱教育校長会

社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会・全国訪問教育親の会・全国病弱教育研究会

全国肢体不自由特別支援学校ＰＴＡ連合会・認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

滋賀県教育委員会・滋賀県特別支援学校長会

■大会日程■

８月５日（月） 

１３：００～１３：５０  開会行事・基調報告 

１３：５０～１４：１５  調査研究報告 

１４：１５～１５：１５  現地からの報告 

１５：３０～１７：００  大会記念講演 高谷清 

（びわこ学園医療福祉センター草津 医師 

「重い障害を生きる困難とよろこび」 

１７：１５～１７：４５  全訪研総会 

１８：００～１８：４０  分科会打合せ（司会・共同研究者・レポーター） 

８月６日（火） 

９：００～  ９：３０  分科会打ち合わせ 

９：３０～１２：００  分科会 

１２：００～１３：００  昼食 

１３：００～１６：３０  分科会、 親の会懇談会

１６：４５～１７：３０  共同研究者・役員懇談 

１７：３０～１９：３０  夕食交流会 

８月７日（水） 

９：３０～１１：００  ワークショップ 

１１：１５～１１：４５  全体会・閉会行事 
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■分科会■ 

 

 分科会名  分科会のねらい（◆共同研究者） 

①健康・身体づくり 

１ 

○呼吸・摂食・排泄・運

動動作などの指導につい

て講義・実践を交えなが

ら交流しましょう。 
（※午前はレポート報告、

午後は実技講座を行う

予定です。） 

＜障害が重く、日常的にさまざまな健康管理が必要な

子どもに対する関わりについて＞ 
◆花井 丈夫 

（横浜療育医療センター 理学療法士) 
②健康・身体づくり 

２ 

＜姿勢づくりや子どもの活動を引き出す関わりについて

＞ 
◆竹脇 真悟 （埼玉県立宮代特別支援学校） 
◆桑原 輝男 （東京都立府中特別支援学校） 

③コミュニケーション 

１ 

○重度・重複障害児のコ

ミュニケーションを育てる

ための援助や配慮につい

て、レポートを元に訪問で

の実践内容を交流しまし

ょう。 
小中学部の訪問生だ

けでなく、過年度生など

青年期に入っている生徒

についても、｢コミュニケー

ション｣という視点から幅

広く討議をしましょう。 

＜AAC を用いたコミュニケーションについて＞ 
 子どもたちの表出や表現を援助する手段としてＡＡＣが

注目されています。そのような実践から学びましょう。       
AAC:Augmentative and Alternative 
Communication 

（拡大・代替コミュニケーション) 
◆苅田 知則 （愛媛大学教育学部） 

④コミュニケーション 

２ 

＜超重症児のコミュニケーションについて＞ 
 「反応がつかめない」「応答が乏しい」と言われがちな

子どもたちですが、丁寧な関わりで意思表示や心の内面

を捉えていく実践やその方法について話し合いましょう。 
◆川住 隆一 （東北大学大学院） 

⑤あそび・文化 ○障害が重く、限られた環境条件の中での｢あそび｣は、どの教師も親も悩むところだ

と思います。 
貴重な経験や工夫を交流しあって共有の財産としましょう。訪問での実践内容、ま

た、青年期に入っている生徒への実践についても、｢あそび｣から発展した「文化」とい

う視点から幅広く討議しましょう。 
☆参加される方は、教材を持ってきてください。分科会内で教材紹介を行います。 

◆木下 博美 （全訪研副会長・京都府立舞鶴支援学校） 
⑥施設内の教育 ○分教室や施設内学級、施設訪問等の教育内容について、具体的事例を通じて実

践を深めていきましょう。 
また、就学免除者等、不就学者の教育保障について関係者との連携を大切にし

ながら進み始めている実践を交流しましょう。 
◆河合 隆平 （金沢大学） 

⑦病気療養児の教育 ○“生きる力を育む”いのちの輝く教育を求めて、病気療養児の教育内容・方法や、

院内学級・分教室・病院内訪問教育の実践を深めていきましょう。 
◆猪狩 恵美子 （福岡教育大学） 

⑧地域での生活支援と

教育 

   －医療・教育・

生活 

○「地域の中で生きる」視点での生活支援、卒業後の進路を見通した指導、アフター

ケア、社会参加など、子どもたちの教育と生活を豊かにする地域支援のネットワーク

づくりが大切になっています。 
医療的ケアを必要とする障害の重い子どもたちから内部疾患を持つ子どもたちの

地域での生活など、様々な障害のある子どもたちの就学前から在学中、卒業後まで

の教育と生活を考えていきましょう。 
◆下川 和洋 （全訪研全国事務局・NPO法人地域ケアさぽーと研究所理事） 
◆田村 和宏 （びわこ学園障害者支援センター） 

◆池田 直子 （滋賀県立北大津養護学校） 
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■全国訪問教育研究会第 26 回全国大会実行委員長 挨拶

田村 和宏 

びわこ学園障害者支援センター 所長 

全国訪問教育研究会の第 26 回は，2013 年８

月５日から７日の３日間，大会テーマを「学校･

地域に根ざした訪問教育を進めよう～すべての

子どもに発達保障を～」に掲げ，滋賀県で開催

しました． 

 東日本大震災から２年が経ちますが，まだま

だ復興というには厳しい現実が残っており，子

どもたちは安心して学び，遊び，毎日を送るこ

とさえもまだまだできない状況もあります．未

曾有な大震災だったからその苦しみが続いてい

るのではなく，競争と効率化が社会のゆたかさ

をつくるかのように流布し，人びとをつながる

のではなく排除する社会にしてきた結果だと，

私は思います．命を大切にすること，一人ひと

りの安心･安全な暮らしと生き方を，無差別平等

に強くしていくことが，いまのわが国において

は，国民の願いのど真ん中にあります．そのこ

とを教育･保育･福祉･医療・労働等々さまざまな

分野でゆたかに実践されることが，社会的に担

保され展開されることが求められています． 

 訪問教育の実践は，まさにまぎれもなくその

中心部分に位置づく実践であり，「はだかの“い

のち”」に生きることの息吹を吹き込んでいく

実践です．そして，今の時代だからこそ，この

訪問教育の実践を通して，生きること，学ぶこ

と，発達すること，そして共感･共有しつながる

ことの重要性を，社会にあらためて伝えていく

使命があります． 

 滋賀県は，びわこ学園が 50歳になり，障害の

重い子どもたちへのとりくみが本格化して半世

紀という節目の年でもありました．また｢発達保

障」誕生の地でもあり，訪問教育を語りあうに

ふさわしい機会をいただきました．大会を通じ

て，私がうれしかったこと３つ少し述べさせて

ください． 

 １日目の「解明，滋賀の訪問教育！」すばら

しい時間でした．実行委員の先生たちが若かり

し頃，重症心身障害児の教育実践にエネルギッ

シュに取り組んで，｢発達保障｣を実践のなかで

体感しながら吸収してきた内容を，いまの若い

教師たちに継承したいという思いがこめられて

いました．私自身は近い世代として，その熱い

気持ちへの共感と，一方で教職員集団の核心に

｢発達保障｣の考え方が薄らいでいることの危機

感に対して，自らの教育者としての歴史や成長

とだぶらせ，自分自身の育ちを通して語る姿に

とその内容に感動も覚えました． 

 ２日目・３日目の分科会では，実践報告と熱

い議論と感動がわき起こって，「明日へのエネ

ルギー」が充填されていくのが，参加されたみ

なさんの表情に表れていて，たいへんうれしく

思いました． 

 そして何よりもうれしかったことは，岡山の

りかさんをはじめとして，何人もの訪問教育を

受けている子どもたちとご家族の方たちが，参

加しているみなさんや先生たちに出会いたく

て，自宅から吸引器を持ち，人工呼吸器をつけ，

大移動で駆けつけてくれたことです．当事者と

して語り，出会い，喜び合う．姿がありました．

主人公は誰で，何を大切にしなければならない

のか，そのことが本当に堪能できたように思い

ます． 

 事務局，実行委員会，参加されたすべてのみ

なさんおつかれさまでした．私自身は，つたな

い実行委員長でしたが，学び多い役目でした．

ありがとうございました． 
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■大会記念講演

「重い障害のある人の生きるよろこびと『生命倫理』」

髙谷 清

びわこ学園医療福祉センター草津

■はじめに

みなさん、こんにちは。こちらでお話しするの

は４回目かなと思って、先ほど聞きましたら、６

回目ということでした。

 訪問教育の対象となる子ども達は、学校になか

なか通えない「重症心身障害児」と言われる子ど

も達が多いと思いますので、前半は重症心身障害

の問題をお話しします。後半は、最近、世界的に

問題になっております「生命倫理」といいますか、

障害のある人達をどのように見ているのか、とい

う問題について話したいと思います。

■１：重症心身障害とはどういう状態か、どのよ

うな存在か

 まず「障害が重い」ということは、「身体の障害

が重い」ということです。あまり良い言葉ではあ

りませんが、だいたいは「寝たきり」です。自分

で身体が動かせず、寝返りも打てないこともある

という状態です。そして、理解力（物事を認識す

る力）が弱い、そういう障害ということになりま

す。同時に感覚の働きも弱い。目が見えない子も

多いです。ただ、どういう聞こえ方をしているか

は分かりませんが、耳は割合に聞こえています。

 つまり身体的に障害が重くて理解力、感覚系も

乏しい状態ということです。では、その場合に「い

のち」とはどのように存在しているのでしょうか。

「いのち」というのは「からだ」があるから命が

あるのですから、生命はからだに存在している。

その身体が障害を受けている。自分のからだや周

囲の物事について考える力が弱い。だけど「何か

を感じている」と思います。

意識するかどうかは別として、人間は生まれた時

から周囲のことや、身体の中のことを「感じて」

います。私の経験から思うことは、その「感じて

いる」ということが、感覚器などの「神経系の発

達」と「こころ」を育てているのではないか、と

いうことです。

 先ほど、びわこ学園の経過が話されました。私

は開園から３年目に入っていますから、びわこ学

園には４８年関わってきたことになります。１９

８０年代にＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）が

出来始めてから、障害の重い人達が生きられるよ

うになってきて、入所が増えてきました。

 先ほど「寝たきり」と言いましたが、それはど

ういう状態のことでしょう。こちらから見ると、

物理的に動かないということですが、本人として

は「動けない」だけではないものがあります。ま

た、知能障害が非常に重度です。だけど、本当に

認識していないのでしょうか。それから「こころ」

はどうでしょう、「こころ」も障害を受けているの

でしょうか。このようなことを、ずっと考えてき

ました。

 重症心身障害の場合の「心」は、いわゆる「心」

のことではなくて「知能」の意味で使っています。

「身」は「からだ」です。「重度」ではなくて「重

症」と言っているのは、状態が重いだけではなく、

医療的な取り組みが必要である、という意味で使

っている言葉です。ですから本人の状態を客観的

に言えば「重度知能身体障害」ということになり

ます。私たちはこの人たちが、いわゆる「心」に

障害を受けているとは思いませんが、全然知らな

い人が「重症『心』身障害」という言葉を見たと

き、「『心』も障害を受けているのか…」と誤解す

るしれません。ですから「重度『知能』身体障害」

と表現しているのです。「重症心身障害」という言

葉は、どこかで改めてゆかないといけないのでは

ないか、と思っています。
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■２：感覚的存在 
 では、そのような人達の身体の状態、認識はど

うなっているのか、感覚はどうなのか、について

お話してゆきたいと思います。なお、前半お話し

することは私の「重い障害を生きるということ」

（岩波新書）にも書いてあります。 
 まず、本人からどのようにものが見えているの

かが分かりません。聞くことも出来ない。施設で

は食事や排泄、入浴介助などで職員があわただし

く動いています。つまり私たちは「動きながら」

彼らを見ている、いつも彼らと一緒にいるようで

いて、「動かないで」見ているということはないで

すね。そういう場も時間もありません。じっとし

ていると「さぼっている」と思われたりしますし。 
 当直で病棟が落ち着いている時には、時間を取

って重度の人達のそばにいるようにしていました。

でも、することがない。話しかけても反応があり

ませんから。「どうしようかな？」と思って、スケ

ッチをしたことがあります。そうすると、１０分

くらいじっと見ることになります。そうやって彼

らを見てみると、とても動いています。何も動い

ていないように見えますが、顔や身体などがピク

ピクと動いています。声も出している。しかし日

常的には、こっちは何かをしていて忙しいからそ

れが見えないだけです。 
 そうやってスケッチしていて、ドアが閉まるな

ど何か音がすると、ピクッとして表情が硬くなる。

なかなかそれが納まらない。だいたい５分くらい

でおさまってくる、という論文がありましたが、

確かにそうですね。また音がすると、また緊張し

ます。 
 なぜ緊張するのでしょう。ドアの開閉音や職員

の会話、車の音などは日常的なものですから、私

達はそれが何の音か瞬間的に分かります。ですか

らビックリすることはあっても怖くありません。

でも彼らは何の音か理解できないし、原因も分か

らない。理由が分からずに音がする、というのは

恐怖です。しかし感覚は働いている。緊張すると

いうのは、自分の身体を守る、安全を保つという

本能的な働きでしょうね。しばらくすると大丈夫

だということで、身体が落ち着いてくる。こうい

う動きというのは、しばらく一緒にいないと分か

らない、ということです。 
 転院してきた方の例です。てんかん発作のよう

な動きと脳波もあったので、治療をしたけど、治

りません。しかし、その発作をよく見ていると、

何か音がした時に起こしているようなのです。音

にびっくりしているんで、発作じゃないんですね。

急に音を出すということに注意したら治まったと

いうことがありました。 
 びわこ学園が出来た時、滋賀県以外の県からも

子ども達が入所しました。里心がつくといけない

ので親には２～３時間で帰ってもらったのです。

そうすると、子ども達は、親がいないことで緊張

してきます。家でないところに一人でいる、とい

う経験がまったくなかったわけです。周囲は白衣

を着た人達が訳の分からないことをしゃべってい

ます。恐怖でしょうね。そのために、寝られない、

食べられない、緊張して、発熱をする。解熱剤を

出しても下がらない。睡眠薬も効かない。そして

亡くなってしまう方もいました。そういう人は２

人いて、１人は親が帰ってから１４時間半で亡く

なっています。全く健康で入所した人です。もう

１人は、１０数日後に亡くなりました。そういう

経験から、親には数日いてもらうようになりまし

た。 
 学園には病棟が３つあります。４月になると配

置転換がありますから、看護師や保育者が異動し

ますね。すると、環境が変わって調子が悪くなる

子が必ずいます。そういう子は、あらかじめ分か

っていますので、事前に新しい病棟に行ってみる

とか、逆に新しい方に来てもらうようなことをし

ます。これはいわゆる「分かっている人」だけで

はありません、全く分かっていないと思われる方

でも、同じようなことがあります。 
 普通の子でも、ある日突然、養護施設に入るこ

とになって、本人には何も言わずに、お母さんは

すぐに帰ってしまう…すごい恐怖でしょう。私達

も全然聞いたこともないような外国に置き去りに

されたら、どうでしょう。言葉は通じないし、知

っている人もいない。場所も分からない…これも

不安ですね。 
 彼らは「理解」しているわけではありません。

『お母さんがいなくなったからどうしよう』と思

っているわけではない。何かが変わったことへの

不安ですね。その状況に適応して慣れてくれれば

いいのですが、そうでなければ、緊張して熱が出

て、食べるものを受け付けない。極端な場合は死

に至ります。ナチスの収容所でも同じ事がありま
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した。重症心身障害の方々も、何かが分かってい

る、感じている…もっと何か適切な言葉はないで

しょうか。 
 お母さんも同じ事をおっしゃいます。例えば訪

問看護の方が玄関を開けただけで、もう緊張する、

あるいは嬉しそうにする。訪問看護師とすれば、

緊張している（あるいは嬉しそうにしている）の

がその人のいつもの姿なのかと思います。しかし

客観的に見ていると全然違う。彼らは非常によく

感じています。 
 では、どういうことを感じているのでしょう。

外界のこと、自分自身のことをどう感じているの

でしょう。また認識しているのでしょう。また「こ

ころ」というものは、どう存在しているのでしょ

うか。「からだ」と「認識」と「こころ」です。 
 かつて私が、重症心身障害の学会に参加しよう

としたら、直前に体調が悪くなったことがありま

した。「からだ」は「別に発表するわけじゃないん

だから、行くのやめとけ」と言っているのが分か

りました。「脳」は「行ってちゃんと勉強せなあか

ん」と言ってる。「認識」は「参加費払ってるから、

もったいないなぁ」と言う。 
 最後まで悩んで「こころ」に聞いてみたら、「こ

ころ」も迷っている。結局行きませんでしたが、

一人の人間の中にも矛盾があるわけです。重症と

言われる人達は、身体が自由にならず、認識が出

来ない。でも「こころ」があります。先に言った

ように、お母さんも職員も感じている。 
 肺炎で非常に状態が悪い人がいました。身体も

認識も非常に重度の女性です。いつ亡くなっても

おかしくない。つきっきりで診察をして、その後、

よくなりました。それから後は、私が診察に回る

と「うーん」って言ってます。お母さんに聞いた

ら、そんなことは言わないという。私は『私が診

てよくなった。私のことは雰囲気で感じてくれて

いるから、僕が行くと“よくしてもらったわ！好

きになったわ！”と胸がときめいているのではな

いか』と勝手に解釈して、嬉しくなったことがあ

ります。 
 もう一人、褥瘡がひどい方がいました。やはり

重度の方です。毎日処置をして、数ヶ月経ってよ

うやく直ったのですが、その人は私がそばを通る

と泣くんです。私が治したのに…。１５年から２

０年くらいは泣かれていて、ようやく最近は泣か

なくなりました。 

 ある人は、お母さんが面会に来ると、入口を入

るくらいからもう嬉しそうにしている。近くまで

寄って分かる、というのではないのです。お母さ

んは「匂いを感じているのでしょうか」とおっし

ゃってました。目が見えない方で、当時はまさか

と思ってましたが、今考えると、そうかもしれま

せんね。 
 彼らは何も分からない、感じないという存在で

はありません。動けない、認識出来ないけど、何

かを感じています。感じていることが「こころ」

と通じているのではないか、と思ってきました。 
 一般的に人間は外界と「感覚」でつながってい

ます。「感覚」というのは、「外」の状態を感じる

感覚と、自分の身体の「中」を感じる感覚があり

ます。まず外をどう感じているか、を見てきまし

た。音の発作のこと、スケッチのこと、恐怖のこ

とをお話しました。先ほどお話しした、母親と別

れて１４時間後に亡くなった方は、お母さんがい

ない、という「恐怖」から逃れるために、死を選

んだわけです。この考えが正しいかどうかは分か

りませんが、こういうことが人間には起こるわけ

です。 
 私たちは日常的に、感覚と認識を結びつけるこ

とで安心をします。「雨の音」「車の音」「誰かの泣

き声」など。それが分からないと恐怖ですから、

急な音や、本人が分からない音を出す時には、注

意をしないといけません。知らない所に黙って連

れて行くこともそうです。障害者に限らず、幼児・

高齢者など自分で自分の身を守ることの不十分な

人ほど、この恐怖は大きく、私達が感じている以

上に怖がっていると思って下さい。音や光など、

怖いものは一人一人違いますが、本人がどう感じ

ているか、見ているかを見て下さい。 
 その感じ方や見え方を、客観的に把握するのは

後で良いと思います。講習会などでは、客観的な

事実や知識が強調されますが、僕はこれは場合に

よっては害がある、かえって生の感覚が失われて

ゆくと思っています。むしろ本人がどう思ってい

るか、自分の感覚を混ぜないで感じ取るトレーニ

ングが必要です。自分の感覚で、相手を推し量っ

てはいけない。本人の感覚であろう、と感じてゆ

くことが大事であり、それが出来てゆかないと、

医療でも教育でも不十分になると思います。 
 人間は外面の感覚だけでなく、さらに「内面」

を感じます。「内面感覚」というのは、内臓感覚と
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位置感覚です。内臓感覚は、調子が悪い時には胃

が痛いと感じたり、膀胱が膨らんできておしっこ

がしたい、とかですね。自分の身体がどうなって

いるか、まっすぐか、走っているスピードはどの

くらいか、それは内耳で感じます。もう１つ、四

肢の位置を感じる感覚があります。固有受容器で

す。例えば、自分で手を握りしめている時、手を

見なくても、握っていることは分かりますね。そ

れは関節の筋肉の中に自分の緊張度を感じるもの

があるから、分かるわけです。 
 このようなはっきりとした感覚ではなくて、も

っと漠然とした感覚があります。例えば「好き」

「腹が立つ」「気持ちいいなぁ」などという感覚も、

どこで感じているのか分かりませんね。全身で感

じているわけで、脳や皮膚で感じているわけでは

ありません。 
 大きく分けると「快」と「不快」ですね。「快」

は生命体を維持する方向です。「不快」は、信号で

す。生きてゆくのに、これはよくないよ、と教え

てくれているわけです。胃が痛いというのもそう

ですが、もっと漠然としたものがあります。例え

ば、Ａさんに会うと、何時間でも一緒にいられる

のに、Ｂさんとは５分でも早く分かれたいと思う。

『どうしてこの人が嫌いなのか…』をどこで感じ

ているかは分かりませんが、これは重症児でも感

じるものだと思います。この「快」の状態は、長

い方がいいのですが、「不快」というのも長引くの

は身体によくないのですが、必要な感覚です。不

快があることで、避けることが出来るからです。

重度の障害のある人の「快」とは、どういう状態

なのか、を考えてゆくことも大切なことです。 
 「内面感覚」というのは、私の造語です。「内部

感覚」といいますと、内蔵感覚のことになってし

まって表現出来ないので、考えた言葉です。重度

の人達を見る時、外部の感覚はどうか、光や音、

空気、姿勢、そして内部ではどう感じているのか。

内部の感覚が分かりにくいのは自閉症など発達障

害の人たちです。これらの方々は、外部に対する

感覚にかなり個別性がある、ということが分かっ

てきています。光・音・閉鎖空間が怖いなど、そ

れぞれです。しかし内部感覚、例えば「暑いです

か？寒いですか？」などについては、個人差があ

りますから、聞かないと分からないですね。しか

し、だいたいは自分が感じているように相手が感

じていると思っているから、よほどのことがない

と聞きません。最近では高機能自閉症の当事者が、

手記を書くことが出来てきましたから、当事者の

感覚を直接知ることが出来るようになってきまし

た。 
 もちろん一人一人違うのですが、例えばある高

機能自閉症の人は「『おしっこがしたい』ってどう

して分かるんですか」と聞きます。それは私たち

は当然のことですが、「じゃあ、あなたはどうして

るんですか？」と聞くと、「３時間ごとにトイレに

行くようにしています」などと答える。「『お腹が

すいた』っていうのはどんな感覚？」と聞く。「じ

ゃあ、あなたはどうしているの？」と問うと「時

間がきたら食べるようにしている」と言う。「『歩

く』って、どうして歩けるの？」と聞かれても、

困りますよね。私たちは考えないで歩いています

が、その人は「信号で止まってしまうと、歩き出

す時に、どうすればいいのか分からなくなる」と

言います。「左足を踏ん張って、右足をあげて前に

出しておろす」と頭で言うと分かる。こういうし

んどさがあるわけです。これが発達障害の人の「内

面感覚」の違いです。どんなに当事者が苦しかっ

たか、ということが最近になってようやく分かっ

てきたわけです。 
 目に見えることや外部のこと、暑いとか寒いと

かは会話出来ますけど、内面のことは分かりませ

ん。従って重症児の感覚を見るときには、「外の感

覚」と「自分の中の感覚（内面感覚）」を考えてゆ

く努力をすることは大事です。その際、先にも言

いました通り「この人は、こう感じているはずだ」

という「思い込み」をしないことです。常に「そ

うかもしれないけれども、違うかもしれない」と

考えながら見て下さい。そして真実に近づいてゆ

く、という努力が必要だと思います。 
 これが感覚の問題になります。 
 
■３：身体的存在 
 人間は三次元で生きています。どんな小さなウ

ィルスにも縦・横・高さがあり、三次元なのです。

身体が動かなくて、寝たきりということは、二次

元の世界にいる、ということです。しかも動けな

いということは、一次元ということです。こうい

う状態で生きている、というのは、どういうこと

なのか？ 
 まず身体での不自由があります。私たちは三次

元で生活していますから、頭に血液を送るために
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血圧をある程度高くしなければならない。しかし

寝たきりの生活ならば、血圧をそんなに上げる必

要がなくなります。また、骨は重力に抗して身体

を支えるためにカルシウムを沈着させて強くなり

ますが、寝たきりではその必要がありませんから、

カルシウムが蓄積せず、すぐに骨折することにな

ります。そういうことを踏まえた上で、三次元の

経験をさせることが大切になります。 
 さらに、じっとしていると時間の観念がなくな

ってきます。移動することによって時間の感覚も

身に付いてくるものと思います。空間移動の中で

時間の感覚と、過去や未来が見えたり、感じたり

してきます。 
 時間の感覚を実感するためには、動きが必要で

す。動くことによって、過去と現在と未来を実感

してもらいたいです。 
 
■４：意識 
 感覚で「内面感覚」という言葉を新しく考えま

したが、意識にも「外在意識」と「内在意識」を

造語しました。 
 高校の時、友達が意識不明になりました。お見

舞いに行ったのですが、全く動きも反応もありま

せんでした。後に回復した時、お見舞いに来たと

きのことをしゃべってくれた時には、仰天しまし

たね。微動だにしなかった彼に、ちゃんと意識が

あったのです。 
 また別の例では、ある医者が実験室で急に倒れ

たことがありました。人工呼吸や心臓マッサージ

などを行いますが、なかなか意識が回復しない。

周囲で同僚が「どうなんだ？」「もうやめようか」

「もう１回やってみよう」と話しているうちに、

意識が回復しました。後になって「その時のこと

は誰が何を言ったかも含めて全部分かっていた」

と言ってます。 
 意識のレベルを調べるのに、話しかけるとか痛

みを与えるなどの国際的なスケールがありますが、

それらで反応がなくても、意識がある場合もあり

ます。これは外に意識が通じているという意味で

の意識ですから「外在意識」というようにつけて、

それとは別に、外には通じていなくても意識をし

ていることがある、それを「内在意識」としたの

です。最近では、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）

の人がこういう状態になります。全く動けなくて

も本人はすべて分かっています。 

 重症児を見るとき、外に現れていない「意識」

＝「内在意識」があるかもしれない、と思う必要

があります。 
 
■５：関係的存在 
 「お母さんが来たら、何でこんなに違うんや」

という事実の中に、人間と人間の関係があります。

好き嫌いなどの人間関係もありますが、それを越

えが本来の人間関係とは何かということを考えて

みます。 
 波多野精一という、糸賀一雄の指導教授であっ

た宗教哲学者は「他者実現とともにある自己実現」

というような内容のことを語っています。他者実

現があって、自己実現がある、と言います。 
 同じような言葉として、天台宗・最澄の言葉に

「忘己利他」（もうこりた）というのがあります。

「己を忘れ、他を利する」ということです。 
 このような言葉の中に、人間の本質があるので

はないか、と感じて言葉にした人々がいたのです。 
 
■６：人間的存在 
 他者と自己の関係の本質を、人類の成り立ちか

ら考えてゆくと「他者の気持ちをくむ、共感する」

というところにあるのではないでしょうか。 
 地球が寒冷化して草原が広がり、人類の祖先が

森から草原に出ていった時、彼らは非常に弱い存

在でした。爪も毛もありません。牙もない。人間

は馬などと違って生後１年近くは、歩くことも出

来ないのに、産まれた時にどうしてあんなに大き

な声で泣くのでしょう。草原ではすぐに敵がやっ

てきます。それは謎になっていますが、弱い生き

物である人間がお互いを守るために、１０数名が

１つの集団で暮らし、相互に助け合う中で、家族

を含めた人間関係が生じて、人類が存在し得たの

ではないでしょうか。それで相手に対する思いや

りが非常に発達したのではないでしょうか。 
 動物に障害児が生まれたらどうなるか、猿やチ

ンパンジーはどうか。例えばポリオにかかったチ

ンパンジーは、捨てられるとのことです。これは

感染するということもあるでしょう。障害のある

子が生まれた場合のことは、わからないと言われ

ます。意識的に調べられていないようです。これ

はそれぞれで調べて欲しいものですが、あまりそ

ういう関心はないようですね。 
 思いやり、共感、助け合いが、人間存在そのも
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のなのでしょう。 
 
■７：生きるよろこび 
 身体の快適さ、こころの快適さが、人間の関係

的存在の快適さ、これらによって「いのち」の存

在の快適さがあって、生きるよろこびになってい

るのではないでしょうか。 
 これらについて、あえて「身体（からだ）「認識

（考える）」「心（こころ）」で分けると次のように

なります。 
 身体（からだ） 物質的存在、姿勢・移動の役

割、様々な形態や姿勢・移動の方法 
 認識（考える） 判断、思考、脳（大脳）の発

達、脳に至る神経系、神経系以前 
 心（こころ） 身体の様々な感覚、情緒、情感、

感情などといわれる感じや気持ち、さらに微妙な

感覚、感情。これらは身体や認識に付属・依拠す

るものではない（無関係ではないが） 
 
■８：生命倫理・いま世界でなにがおこっている

か 
 ここから後半の話になります。 
 今、世界では「生命倫理」について、非常に重

大な話がなされています。それらを話します。 
○パーソン論 
 １９８０年代頃から、アメリカを中心として「パ

ーソン論」というのが提唱されてきました。 
 「人間というのは“人格”を有している存在で、

人格とは“自己意識を持ち、理性的な状態である”」

という勝手な定義をして、それがないのは人間で

はなくて、生物学的な「ヒト」である。例えば「植

物状態、認知症、重度の統合失調症、生後一週間

以内の新生児、無脳児、小頭症、重度の知的障害、

広汎な大脳機能を失った患者」などとしています。

ピーター・シンガーやエンゲルハートなどは、日

本でもかなり翻訳がされていて、人間とパーソン

という２種類の生き物がいる、とも書いています。 
 こういう定義では、重症心身障害児は、パーソ

ンですね。人間じゃない、ヒトの形をした生き物

ということになってしまいます。生後一週間以内

の新生児とは…いい加減というかひどいもんです

が、そういう考えが強まっています。 
 以下、いろいろな具体的な動きについてお話し

します。 
○尊厳死論 

 日本尊厳死協会が、前の国会で「尊厳死法案」

を提出しようとしました。これは治療の打ち切り

です。あるいは高齢者や治る見込みのない者（治

る見込みがないかどうかは、分かりません）は初

めから治療をしない、という内容です。 
 人の生死は個人の問題ですから、尊厳死の是非

と、法制化は別問題です。自分の生き方を決める

意味で「自分はもう治療をして欲しくない」とい

うのは、あっていいと思います。しかし法律を作

るとなると、一律に治療を打ち切って人の命を奪

うことになります。これはあってはならない。 
 なら「尊厳死を選ぶかどうかは個人に任せれば

よいのではないか」という意見がありますが、こ

れはやがて「尊厳死を選ぶ義務」になってゆく危

険性があります。「そんなに生きたいのか」という

ような圧力になったり、そんな人に社会保障費を

使うわけにはいかないという論になったりする、

尊厳死を選ぶことを個人任せにするのも危険なん

です。 
 では「尊厳を持って生きる」はどうでしょう。

これは「尊厳を持たない人はどうなるか」となり、

やはり非常に危険です。「重症児は尊厳をもって生

きていますか？」と言う人がいる。 
 生きるのに「尊厳」は関係ないんです。じゃあ

「自己決定して生きる」のか。これも「自己決定

の出来ない人」はどうなりますか？ 「自己決定」

だって人間にとって一番大事なことではありませ

ん。 
 「ＱＯＬ」もそうです。「人生の質が良い」「生

命の質が良い」「生活の質が良い」…ほっといてく

れ、と思います。「ＱＯＬ」について深く考えない

で書いてしまっている人がいます。これは魔術に

はまりこんでしまいます。「ＱＯＬ」という言葉を

使うのなら「尊厳」とは何か、「質」とは何かをき

ちっと定義しなければなりません。それのないＱ

ＯＬについての論文を読む必要はありません。 
 「尊厳ある生」などというとかっこいいですけ

ど、「そのまま生きる」「ありのまま生きる」のが

一番良いんです。自分は自分で生きる。そして「生

きるよろこび」があるようにする。「寝たきりでも

構わない、ほうっておいて欲しい、私は私でこの

状態が良い…」生きるために必要なのは、生きる

ための思想を身につけてゆくことですが、それよ

りも「生きるよろこび」があることです。 
○自殺幇助 
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 スイスには自殺幇助を行う団体がいくつもあり

ます。外国人を受け入れているところもあります。

ディグニタス（Dignitas）では１９９８年から２

０１１年までの間に１２９８人の方々が自殺（殺

されていると言えるでしょうが）をしています。

その死んだ人の遺骨を湖に投棄していたことが最

近分かって大問題になっています。自殺幇助とい

うのは「積極的安楽死」＝「死なせてあげますよ」

ということです。 
 安楽死というのは「どうやっても命が続かない、

だから安楽になるように…」ということで、これ

を「消極的安楽死」と言いますが、自殺幇助は「積

極的安楽死」です。まだ死ぬ時期じゃない、だけ

ど死なせてやる、自殺幇助と一緒です。 
○積極的安楽死 
 オランダ、ベルギー、ルクセンブルグでは積極

的安楽死を法律で認めています。アメリカ、スイ

スでは州によって扱いが異なっています。スイス

のヴォー州では、本人から希望があれば医療職に

よる自殺幇助を認める法律が出来ています。ベル

ギーでは、囚人への安楽死が行われています。ま

た双子の聴覚障害者で、視覚にも障害が及んでき

たので死にたいという希望があり、死なせました。

本人の意思がはっきりしない未成年に対しても積

極的安楽死が日常的に行われている。 
 イギリスの哲学者、メアリー・ウォーノックは

「認知症患者は家族や社会の負担にならないよう

に、死ぬ義務がある」と言っています。死の「自

己決定権」は、死の「義務」に変化させられてゆ

く危険があります。「自己決定があれば、それが自

分の意思」ということに流されては、いけません。 
○安楽死後臓器提供 
 積極的安楽死は、臓器移植と結びついています。

生きている間に心臓（あるいは脳）を止めて、す

ぐに移植を行う。ベルギーではすでに９件が行わ

れています。 
 「患者に十分な麻酔をかけて心臓と肺を含む臓

器を摘出する（心臓安楽死臓器提供）」 
 「脳への血流を止めて、人為的に脳死を引き起

こして臓器を摘出する（神経安楽死後臓器提供）」 
 ベルギーの安楽死法では、どのみち死ぬ人では

なくても、『どうせ死ぬのだから安楽にしてあげよ

う』という人でなくても、生きる意味がない人に

対しても安楽死を認めています。 
○無益な治療論 

 医療サイドが「治療しても無益、治療しても良

くならない」と考えた場合には治療しなくても良

い、ということです。ブッシュ前大統領が知事だ

った時代のテキサス州には「事前指示法」という

法律があります。アメリカ全体では１０州くらい

に同様の法律があります。家族が「助けて欲しい」

と言っても、医療側の判断で蘇生不要になってし

まいます。「そういう人たちに医療費を使うのは無

駄である」というコスト論が前面に出てきて、人

間が選別されています。 
 終末期の患者に効果のない治療をするのは、苦

痛を強いるだけであり、「回復の見込みがない」「仮

に治ったとしてもＱＯＬが低い」「無益だ」として

医療を引き上げるようなことが起こっています。 
 こういうこともあり、安易にＱＯＬという言葉

を使わないほうが良い、と思います。 
 終末期の治療をどうするか、ということから、

植物状態（＝終末期ではない）の患者にシフトし

てゆきます。これは臓器移植につながっていきま

す。患者や家族が「治療をして欲しい」と言って

も、医療側が決定権がある、という方向に向かっ

ています。「末期だから」とか「状態が悪いから」

ではなく「障害がある」ということで「生きる価

値がないから治療しない」と言われ、臓器ドナー

プールにつながってゆきます。子どもや、弱い立

場に置かれた成人患者の周辺では、このような事

態が起こっています。 
 重い障害のある人については、終末期ではない

のに「自殺幇助」「慈悲殺」がなされます。障害の

ある人は価値が低いとして、障害の有無で区別を

して医療が変わってゆく、というようなことが起

こっています。 
 このことは児玉真美さんの「死の自己決定権の

ゆくえー尊厳死・『無益な治療』論・臓器移植」（大

月書店）に詳しく述べられています。直接、ブロ

グに接して頂けると、たくさんの情報を得ること

が出来るでしょう。 
 もう１つ「『ポスト・ヒポクラテス医療』が向か

う先」（現代思想２０１２－６、Ｖｏｌ４０－７）

にも掲載されています。 
 日本でも、生活保護の切り捨て、社会保障・医

療保障の低下などが起こっています。憲法改悪の

こともそうです。戦争のできる日本、じゃあ障害

者はどうなるか。第二次世界大戦の時、障害者は

「穀潰し」「役に立たない」として排除させられた
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り、また障害の軽い者は戦争に行かされる。いじ

めなどで、非常に悲惨な運命でした。そのような

日本になるおそれがある、そうなってはいけない。

これは障害者だけの問題ではなく、「いのち」の問

題です。 
 ２０１４年３月２９日は、糸賀一雄生誕１００

年になります。「この子らを世の光に」の考えを広

げ、そういう日本にしたい。障害児排除・殺戮に

対して、理論的にも実践的にも対決してゆかなく

てはいけない、と思っています。 
 最後にスライドをご覧頂きたいと思います。 
 
（※この後、園生さんたちの報告に続き、最後に

「抱きしめてＢＩＷＡＫＯ」のスライドと、当時

放送されたニュース番組から動画を紹介して頂い

て講演は終了しました。スライドも動画も掲載が

困難ですので、割愛させて頂きました。） 
 
（※「抱きしめてＢＩＷＡＫＯ」とは、次のよう

な取り組みでした。 
 「今から 20 年前（1987 年）の 11 月 8 日、26
万人の人が琵琶湖の周囲（湖周囲としては 170ｋ
ｍ、当時の周囲道路としては 250ｋｍ）を手をつ

ないで「抱きしめ」た一大イベントです。これは

重症心身障害児施設（病院であり生活施設）であ

る老朽化した第一びわこ学園（現「びわこ学園医

療福祉センター草津」に名称変更）の新築移転の

ための費用の資金集めとしてとりくまれたもので

す。参加費一人 1000 円（中学生以下は無料）に

よる基金は 1 億 2 千万円集まりました。必要経費

を引いた 6 千万円がびわこ学園に寄付されまし

た。」(http://www.arsvi.com/2000/0711.htm)） 
 
■９：終わりに 
 先ほど、言いましたように、世界的に人間選別・

排除が露骨になってきています。しかもそれは、

臓器移植と結びついています。日本でも、社会的

立場が弱い人たち・母子家庭・父子家庭・生活保

護世帯・障害のある人などに対して、援助を減ら

すというようなことが起こってきています。 
 私たちが生きてゆくのに、人間同士のケアが必

要なんです。産まれた時は一人では生きられませ

ん。ケアや介護が必要です。高齢になると一人で

生きてゆけなくなる場合があります。やはりケア

がいります。障害があるということは、ケアがな

いと生きてゆけない。そして、誰もが障害を持つ

可能性がある、ということです。出生時からかも

しれないし、交通事故が原因かもしれない、脳卒

中かもしれない。誰でも可能性がある。だから、

人間の安全保障をしておかないといけないのです。

そうしないと大変なことになる。今まで少しずつ

よくなってきていたのが、切り崩され始めている。

これがもう少し進むとどうなるか？ 
 一つは、自殺が増加するでしょう。さらに精神

的に病む人や、犯罪も増えるでしょう。日本がそ

ういう社会になってゆく可能性があります。若者

は派遣の仕事で将来への希望もなく、環境も劣悪

なことが増えています。 
 個人として生きることが困難になるような日本

にしてはいけません。特に私たちの関係では、障

害のある人たちと家族が生きにくくなる可能性で

す。そういう時代になってゆくおそれがあるので

す。そうしてはいけない。 
 高齢者、障害者を排除する動きは、恐ろしいで

す。そういう世界の動きは日本に影響するという

ことを知り、きちっと守ってゆく、本来の人間の

生き甲斐、喜びが確立できるようなものを、気持

ちではなくて「制度」「保障」として作ってゆかな

くてはいけない。 
 以上で、お話は終わりにします。ありがとうご

ざいました。 
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第 1分科会「健康・身体づくり１」 

■共同研究者まとめ 

花井 丈夫 

横浜療育医療センター 理学療法士 

 

 本分科会の内容を報告する。 

 今回は、私が共同研究者となってはじめて。参

加者のレポートはなかったので、参加者 40名弱に

対して、自己紹介と参加にあたっての最近の課題

を各自報告していただいた。 

 身体面に関しては、一般的な姿勢保持、特に車

いすや腹臥位のことや、骨折を何度か起こしてい

る児童の安全な移乗動作や体位変換、緊張の強い

場合の対応の仕方などを課題にしている参加者が

多かった。 

 健康面で重度重症な場合、親も教師も不安の中

で授業を行っている現実。また、医療職でない教

師に期待するものが少なく、健康状態を必死で護

っている親からは、訪問をなかなか確保させても

らえない現実が報告された。どんな武器を持てば、

信頼を得て、子どもとの授業ができるのか、模索

しているケースもあった。一方で訪問児童の多く

に、通学できる体力があるが、家族が通学に協力

できる体制が整わずに訪問籍になっている児童が

多いことを共同演者は初めて知った。 

 身体面に重度な障害を持つ児童の多くは、自分

に不利益なことがあっても、それを外に訴えるす

べを著しく断たれている。彼らがネグレクトや虐

待を受けやすい環境にあることは周知のことであ

る。在宅での健康維持についても、親の看護力が

子どもの状態に見合っていなければ、当然、在宅

において子どもは容易に生命が危険な状況になる。

家族と暮らせることは子どもにとって重要な福祉

であるが、健康を保つことが困難な場合、誰がど

う判断して、子どもに適切な療育を提供するのか。

医療の専門性はない中で、それを身近で見て、望

ましくない方向へ進まないように尽力されている

教師の厳しい現状も報告された。 

 

 参加者の報告から、共同研究者として次の点に

ついて課題と感じた。 

課題１：重度な子どもたちの身体特性に応じた基

本的なケアの知識、技術を習得する機会が十分に

ないこと。 

 これについては、共同研究者の勤務先で行った

「重症児者の骨折予防について」というプレゼン

テーションを 1時間程度、過緊張をコントロール

し、骨折に注意した姿勢作りや体位変換について

3 時間程度の実技体験を行った。しかし、本研究

会の共同研究者を長年務めさせていただいている

が、この課題に関しては未だ進歩を感じない。重

症児の訪問に関わっている教師のすべてが必須に

持っていてほしいこの種の知識と技術を習得する

恒常的なシステムが必要ではないだろうか。現状

では、教師の意欲まかせで、本大会や民間が行う

研修会の場で、それも不十分な時間で研修してい

るにすぎない。民間福祉の世界では医療的ケアを

非医療職が行うための国が定めた研修ができあが

り、各所で実施されて、非医療職が医療的ケア実

施の認定を受けている。特別支援の教育界もこの

ような認定制度を確立して、内外に示すことが、

親を含めた社会の信頼を得ることとなるのではな

いかと感じた。 

課題２：訪問教育が子どもの権利侵害の隠れ蓑に

使われていないかという懸念がある。 

 訪問教育という制度は、学校に通う体力のない

子どもに対しても教育を保障するという主旨と考

えれば、子どもの教育権を護る優れた制度方法と

思われる。しかし本邦の義務教育の発達保障にと

っての有効性が、学校という環境、場に参加する

ことと評価すれば、教師が家に訪問することが適

切な教育の発達の保障なのだろうか。訪問教育は、

障害のある子どもの教育権にダブルスタンダード

を生じさせて、結果的に差別していることになる

のではないかという疑問が生じる。本研究会に関

わる人々はぜひとも、このことを課題としていた

だきたい。折しも、障害者差別解消法がこの 6月

に公布された。訪問籍の子どもたちは、「学校に通

いたい」「友だちに会いたい」「お家の外に僕の（私

の）居場所がほしい」。「これじゃ差別だあ」と訴

えたのではないだろうか。 

 「行動しない正義は悪の側」（金大中） 

  以上、私見も交えながら、共同研究者として

報告をいたしました。 
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第 2分科会「健康・身体づくり２」 

■共同研究者まとめ 

桑原輝男            竹脇真悟 
東京都立府中けやきの森学園    埼玉県立宮代特別支援学校 

 
今回は、本分科会にレポート報告がなかったの

で、前半は、共同研究者から健康・身体づくりに

関する基礎講座を３本、後半は実技研修を行った。

訪問教育は、訪問回数や授業時間の制限もあって

十分に身体に働きかけられないことが多い。しか

し訪問教育の子ども達は、障害の状況や家庭環境

で一定の姿勢をとらざるを得ないことが多いため、

通学生よりも身体各部の変形・拘縮が悪化してい

るケースが多い。訪問担当教員自身が、健康や身

体に関する基礎知識を深め、短時間でも継続的に

取り組むことが大切である。固まってしまってい

る子ども達の身体を解放することは、気持ちを授

業にむけていく基礎的な力を育むことにつながっ

ていく。 
本分科会には、３０名を超える参加があり、訪

問経験が３年未満の方が多かった。各地域で障害

の重い子どもに関する研修がなかなかないのが現

状で、講座や実技研修に熱心に取り組んでいた。

実際にペアを組み、お互いにやり合う実習は、時

間が足りないくらいだった。 
 

●基礎講座 
（１）「障害の重い子どもの健康管理について」（竹

脇） 
（２）「子どもの発達と動きの学習」（桑原） 
（３）「呼吸と排痰の基礎知識」（桑原） 
 
●実技研修 
「筋膜リリースによる、関節可動域の拡大と呼吸

支援について」「支持面とリラックスする姿勢づく

り」など。 
 
●参加者の発言から 
・訪問教育の担当になったが、障害の重い児童生

徒の場合は医療的な知識が必要で、特に身体はど

こまで動かすことができるのか自分では判断でき

ない。校内で相談してもなかなか的確なアドバイ

スを受けられることができない。共同研究者の先

生のような知識豊富な方が校内にいてくれたらと

切に願っている。 
・離島への訪問教育を担当している。船で通って

いかなければならないため、週１回しかできない

など物理的条件で教育の保障ができない。また島

に医療関係者もいないために、十分な支援を受け

られていない。何かあった時に対応が困難である。

保護者に対して医療的な知識なども提供していか

なければと思うのだが、自分では力量不足を感じ

ている。講座の健康管理についての基礎知識はと

ても参考になった。 
・訪問教育が充実してきて、山奥の地域に住んで

いても教育が保障されるようになってきた。子ど

も達が訪問教育によって生き生きと暮らせるよう

になってきたのはとても良いことなのだが、卒業

後の生活支援が全くないのが問題。進路もなく、

在宅となって社会との係わりが途絶えてしまって

いる。教員の有志で卒業生を訪問する活動を行っ

ているが、年に何度かの訪問をするのが精一杯。

卒業後に支援する制度が必要。 
・義務制以前に就学猶予を受けた過年齢者の訪問

教育を担当している。生徒の年齢が４０歳後半以

上で自分よりも上であり、授業の目標や内容をど

のようにしていけば良いのかとても悩んでいる。 
 
＜まとめ＞ 
基礎講座を通し、肢体障害の健康管理について

の基礎知識を学ぶことができた。二次性徴期に身

体が大きく変化すること、言葉を持たない子ども

は自分で訴えることが難しいので、マイナスの要

因をいかに早期に発見して対応できるかが鍵とな

ってくる。個人で専門性を高めることは時間もか

かり難しい場合もあるので、学校として、自立活

動専任との複数訪問など校内支援体制を充実させ

ていくことも大切で、全国の先進的な学校から支

援体制を学んで欲しい。また障害の重い子に関す

る研修の場が少ない現状があるので、この全国研

に継続的に参加し専門的な力量を高めて欲しい。 
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第 2分科会「健康・身体づくり２」 

■基礎講座① 

「障害の重い子どもの健康管理について－科学的

な視点をもった対応を－」 
埼玉県立宮代特別支援学校 竹脇真悟 

１．肢体障害の特長 
肢体障害の身体の状態は、経年的に変化するも

ので、骨格等の身体的な成長が、マイナスにはた

らいてしまう場合もある。１～２年の短期に見る

と機能の向上がはかられても、長期的な経過を見

ると８割以上に機能の低下がみられる。「呼吸する」

「食べる」「排泄する」などの基本的な機能の維持

が青年期以降の健康に大きく影響してくる。身体

にマイナスにはたらいてしまう時期には三つある

とされ、障害が確定する３歳くらいまでの時期、

思春期で骨格等が大きく成長する時期、２０台後

半から老化ともいえる機能低下が現れる時期であ

る。特に思春期（１０～１５歳）に心理的･身体的

変化が大きく、二次障害を発症させてしまう。 
思春期は骨格が大きく成長し、それに伴い頸部

も縦に長くなるために幼児期に比べて喉頭部が下

降する。喉頭部の容積が広がることから嚥下の際

に口腔から食道入口部までの距離が伸びる。しか

し嚥下力は高まりにくいために食道に送り込むこ

とが困難となり、食物や唾液を気管に誤嚥しやす

くなる。また喉頭蓋谷や梨状窩などの容積も広が

るために、その部分に貯留する食物も増えること

から、食事後に気管に流入してしまうことが増え

るので、食事後しばらくしてから喘鳴がきつくな

るなどの症状が出る。嚥下機能の低下や、下顎の

後退、胸郭変形･扁平、首の反り返りなどが複合的

に影響し合い、呼吸障害を悪化させていく。 
（肢体障害児の経年変化、障害の重い子どもの

死亡原因については割愛） 
２．身体を適度に動かすことの大切さ 
障害の重い子どもの健康状態は安定しないこと

が多い。健康が優れないために安静させることが

多いが、身体を動かさないことが逆に生体機能を

低下させることもある。肺炎になり２週間入院し

た後に、側弯が進行してしまったということはよ

くある。これは「廃用性萎縮」といって、身体を

使わないことによって起こる障害である。寝たき

りの場合には、呼吸運動の低下が始まり、最大酸

素摂取量は健常者の約４割に減るというデータも

ある。また姿勢に合わせ脳に血流を保障するため

に血管を収縮させて対応しているのだが、寝たき

りが長くなるとこの調節力が弱まり、身体を起こ

すと脳の血流が減ってしまう起立性低血圧症を起

こしやすい。活動の後半になると意識を失うよう

に眠ってしまう、起きると活気がなくなりボーッ

とした状態になるなどは、全身の恒常機能が低下

していることの表れである。 
一方右手でスプーンをもって食べることができ

るようになったので、一人でがんばって食事をす

るように取り組んでいったら、首や肩の緊張が高

まってしまったというように、がんばって身体を

使いすぎることでも障害が重くなることがあり、

「過用性障害」と呼んでいる。肢体障害の人は私

たちと同じように身体を動かしているように見え

ても、どこかに力を入れてしまっているなど障害

特有の動き方をもっている。がんばって活動する

ことが障害特有の動き方 を強化してしまい、筋

肉間のアンバランスさを増してしまうのである。

できることを増やすという視点だけでなく、でき

方の中に障害特有の動き方が含まれていないのか

といった「でき方の質」を問うことが大切である。 
以上のように使いすぎても使わなすぎても障害

の状態は悪化してしまうので、身体の計時的な変

化を常にチェックしながら、身体の使い方の偏り

をできるだけ減らすようにし、使いすぎて緊張が

高まっている部位がある場合には、ストレッチな

どをして緊張をほぐすなど、身体のメンテナンス

を行うという視点で、身体の取り組みをしていき、

必要に応じて整形外科医や PT・OP 等に相談し、

アドバイスを受けるようにした方が良い。 
（寝たきりが人体に及ぼす影響は第２５集参照、

思春期に悪化する要因、身体とうまく付き合うの

項は割愛） 
３． 障害の重い子どもの健康管理上必要な知識 
①体温調節障害 
人の体温は、通常平熱が３５．０～３７．０度

の間となる。体温には概日リズムがあり、早朝３

時から４時に最低体温、夕方４時から５時に最高

体温を示すようなリズムをもっている。体温調節

の中枢は脳幹にあり、皮膚表面から感じられる温

感冷感の感覚を通して、体温が一定になるように

調整している。脳幹の部分にまで障害が及んでい

る、低緊張などで末端に血液が滞留する時間が長

いなど、様々な要因によって体温維持機能がうま

く働かなくなる。 
体温維持機能の異常には、変温症、慢性低体温

症、一過性の高体温の三つがある。変温症は、外

気温によって体温が左右されてしまい、一日の中

でも体温が大きく上下する。慢性低体温症は、平

熱が３５度以下の状態で、真夏でも体温が上がり

にくく電気毛布などで加温が必要となる。一過性

の高体温は、体温維持機能が弱く、精神的な緊張
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などの影響を受けてすぐに体温が上昇してしまう。

しかし衣服を調整したり、濡れタオルで身体を拭

たりするなどの処置をすると体温を下げることが

できる。 
（発熱、体温異常、睡眠障害、脊柱側弯症、体幹

変形、栄養、水分、便秘、イレウス、肝臓膀胱障

害、褥瘡、骨折、筋緊張亢進、その他の緊急的状

態の項は割愛） 
４．特別支援学校の子ども達は発達期 
学齢期の子ども達は、自分の身体について学習

により深め、自分の「障害」について理解が進ん

でいく。自立活動の時間には、動きにくい身体を

動かせば良いのではなく、身体の取り組みを通し

て自分の身体を知ることが大切である。どこまで

は自分でできてどんな援助が必要なのか、このよ

うな姿勢でいるのはつらいということを知る、大

人に伝えれば痰を吸引してくれて楽になることを

知る、など他人からの支援を受けつつも主体的に

自分の身体を楽な状態にし、生活を楽しむ力をつ

けていくのかが大切なのである。「身体の主体者に

育てる」ことをめざし、授業を進めていきたい。 
 
■基礎講座② 
「子どもの発達と動きの学習」 

東京都立府中けやきの森学園 桑原輝雄 
 この講義を通して、自立活動の時間や授業の時

間を含む生活のすべての場面で子ども達の発達を

より良く促していくことを考えていきたい。 
私たちは、身体の取り組みを文字や写真に残し

て他の人に伝えているが、実は文字や写真だけで

は伝えられないことがある。文字や写真はある一

部を切り取っているが全部を伝えることはできな

い。しかも教員と子どもとの間合いであるとか、

子ども自身の心のあり方などは、記録には残らな

い。姿勢や運動を考えるときには、運動や認識の

発達など、基礎として知っておく必要がある知識

がある。 
脳性麻痺の定義では、「受胎から新生児期までの

間に生じた脳の非進行性病変に基づく、永続的な

しかし 変化しうる 運動および姿勢の異常」とな

っている。脳性麻痺の身体は固定的なものではな

く経年的に変化しうるという見方が大切である。

なぜ変化するのだろうか。私たちは運動すること

で感じた諸感覚を脳にフィードバックし、姿勢や

運動を調整している。その繰り返しの中で多様な

感覚運動経験を積み重ね様々な状況に姿勢や運動

を対応させている。しかし脳性麻痺の子どもの場

合、中枢神経の障害を負っているために痙性や不

随意運動など、限られた姿勢と運動となりやすく、

ゆがんで限定された感覚運動経験が、限られた定

型的な運動を強化してしまう。また知的障害があ

る場合には、筋緊張の低さや高さ、一部の筋肉を

強く収縮させるなど使い方に偏りがあったり、新

たな姿勢や運動に挑戦する意欲の未熟さからバリ

エーションが少なかったりすることにより、運動

の多様性を制限してしまう。 
人間の感覚の種類は大きく分けて三つある。一

つは特殊感覚で、視覚、聴覚、味覚、臭覚に加え、

耳の後ろにある三半規管で身体の傾きなどを感じ

る前庭覚である。二つ目は内臓感覚で、吐き気な

ど臓器の感覚や内臓痛などである。三つ目は体性

感覚で、身体の表面に分布する表在感覚（触覚、

温覚、冷覚、痛覚）と関節や筋肉で感じる深部感

覚（運動覚、位置覚、抵抗覚、重量覚など）であ

る。 
私たちは姿勢や運動を、身体で感じる様々な感

覚を相互に関連するよう脳で処理して、知覚して

いく。たとえばうつぶせ肘立て位で前の物をとら

える場合、手で支える（運動覚、位置覚、触覚、

圧覚）、頭を上げる（運動覚、位置覚、前庭覚）目

で見る（視覚）それぞれの部位から様々な感覚を

脳でキャッチし、それを脳内で統合させて認知し

ていく。そうすることで、「肘で支えて頭を上げる

と物が見える」ということを理解し、音や興味あ

る色などがあると自ら頭を上げて見ようとするよ

うになるのである。遊園地にある“びっくりハウス”
では、人間が様々な運動経験から学習している感

覚を使って錯覚を起こさせている。実際は家が回

って椅子が動かないにもかかわらず、視覚から入

る回転刺激と椅子自身が揺れる前庭覚刺激が、脳

でこれまでの経験と照らし合わされて処理される

と自分が宙返りをしているような錯覚を起こすの

である。 
このように運動発達の過程において感覚系と運

動系は、密接に関連して様々な感覚を処理してい

る。姿勢や運動はそのようにして得られた感覚運

動経験を利用し充実発展していく。学校で取り組

む感覚運動学習においてはこのような視点をもっ

て取り組むことが大切なのである。 
運動学習では、身体各部位の感覚からのフィー

ドバックを利用し、それを統合させる中で、自分

で姿勢を保ったり動いたりする感覚（ボディーイ

メージ）を学ばせていく。自分でどのように動か

していくと身体を使うことができるのかを意識さ

せることで、小脳を中心とした運動の自動化が進

むのである。また新たな運動課題に直面したとき

に、どのように身体を動かしていくべきなのかを

考え実行していく（運動企画）力が育っていく。 
運動と姿勢の関係では、姿勢の連続的な移り変

わりが運動であるととらえるべきであり、運動す
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るには姿勢制御の力が先に育つ必要がある。つま

り姿勢を保持する能力の向上が運動の基本となる

のである。寝たきりの子どもの場合には基本とな

る姿勢保持の力が障害されているので、座位保持

具など自助具を用いて姿勢保持をサポートしてい

くことが大切である。 
運動の定義としては、「支持面との関係における

頭部・体幹・四肢の位置の変化」となる。したが

って地球上では、重力環境下で支持面を利用して

姿勢を保ちつつ、身体の一部を動かすことである。

支持面が多いと安定化が図れるが、動きにくい。

逆に少ないと不安定になるが、動きやすいという

関係になる。 
（仰臥位、腹臥位、座位の発達については、字

数の都合で割愛） 
多様な感覚運動を促すためには、段階的で細か

な調整が必要である。サポートについては、その

日その時で代わるもので、「適度な安定感」と「適

度な難易度」とのバランスよく考えながら課題を

考えていくことが大切である。「できる・できない」

という単純な見方ではなく、「子どもの自由度を拡

げる」という観点で、子ども達が自分身体をよく

知り、自分の身体の主人公になれるような取り組

みが必要である。「できる」ことを追うために過度

な努力を強いるのは、長期的に見てマイナスのこ

とが多い。かかわる側の介助量を減らす、介助へ

の協力動作を獲得するなど、生活をどのように快

適に過ごすのかを、本人・家族の課題とともに身

体の課題を考えることが大切である。 
（脳性麻痺、二次障害、ライフサイクルを通し

て大切なことについては、字数の関係で割愛） 
 

●基礎講座③ 
「呼吸と排痰の基礎知識」 

東京都立府中けやきの森学園 桑原輝雄 
 呼吸に問題がある子どもの特徴として、日常生

活の中で限られた運動や姿勢をとっていることが

多く、その繰り返しの毎日となりやすい。そして

特定の姿勢を続けることによって身体の変形拘縮

が進み、呼吸が悪化していく。また呼吸状態の悪

化が努力呼吸につながり、筋緊張の亢進や胸郭の

変形をひきおこし、身体の変形拘縮を悪化させて

しまうという負の連環となりやすい。呼吸障害は

随伴症状として、摂食障害や胃食道逆流現象、栄

養障害や睡眠障害なども引きおこす要因ともなる。 
 （呼吸のメカニズムについては、字数の関係で

割愛） 
 呼吸障害の主な原因は、上気道の通過障害、胸

郭・呼吸運動障害、分泌物の貯留の三つである。 
上気道の通過障害は、舌根部が咽頭に落ち込む

舌根沈下、下顎が咽頭に落ち込む下顎の後退、頸

部の過伸展により頸椎が押し出される咽頭喉頭狭

窄、アデノイドが肥大し物理的に閉鎖する、気管

や喉頭蓋が柔らかくなる喉頭気管軟化症などが主

な原因である。 
 胸郭・呼吸運動障害は、身体が過剰に丸まって

いたり、反り返っていたりすることで胸郭の動き

が制限を受ける、体幹の変形拘縮が進み側弯の進

行から胸郭の変形が進むことが主な原因である。 
 分泌物の貯留は、気道内の分泌物の増加、唾液

や食物の誤嚥が主な原因である。 
 （呼吸障害への具体的対応については、字数の

関係で割愛） 
 呼吸・排痰支援は、呼気時に深い呼吸を促すこ

とで、受動的な深い吸気が得られるようにアプロ

ーチするのが基本となる。ハンドリングの基本と

しては、「まず見て」→「考えて」→「触れて」→

「ハンドリングして」と、常に相手の胸郭の動き

を把握し、自分の援助に対してどのような変化が

起こるのかをフィードバックしつつ、援助の圧を

調整していく。しっかり安定するよう広く手を当

て、しっかりサポートできるようにする。はじめ

は無理をしないように誘導し、子どもが心地よい

と感じる支援が大切で、「嫌がる」「痛がる」「怖が

る」支援は禁忌である。 
呼吸運動は、個別性が高く一様にはいかないの

で、その子の動きを目で見て、手で触れて観察し、

優しく動きを入れていく。個別の呼吸パターンに

あってくると子ども自身が受容するようになり、

全身の緊張がリラックスするようになり、胸郭の

動きが大きくなる。子ども自身が教員の誘導に合

わせても良いと感じるようになったと感じたら、

運動方向や当てる手の位置を変えるなどして、呼

吸運動のバリエーションを加えていく。ここで抵

抗を感じるようだったら、無理をせず一歩前に戻

って支援を続け、心地よさを再体験させる。そし

て抵抗させてしまった原因はどこなのかを分析し、

再度試みることを繰り返しながら、子どもとの息

を合わせていく作業の積み重ねが大切である。 
支援が適切であれば、運動方向のバリエーショ

ンが得られ、胸郭の運動性が高まる。また支援に

応じて望ましい方向へ調節や姿勢適応が得られる

のである。試行錯誤を繰り返しながら子どもに近

づく努力をすることで、どの子にも対応できる力

を身につけていくことができるのである。 
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第 3 分科会「コミュニケーション１」  

■共同研究者報告  

支援機器を用いたコミュニケーション支援の充実に向けて  

苅田知則  

愛媛大学教育学部  

 

本大会からコミュニケーション分科会を２

つに分け，第 3 分科会は，支援機器（Assistive 
Technology，以下 AT）を活用したコミュニ

ケーション支援（拡大代替コミュニケーショ

ン，以下 AAC）が主たるテーマとなった。近

年，心身に障害のある子の生活や学習の支援

を行うために，様々な支援技術が用いられる

ようになった。特に，コミュニケーションを

支援する支援機器としてのコミュニケーショ

ンエイドは，一生涯にわたって子ども達の生

活の質を高める上で必要不可欠である。技術

の進歩によって重度の障害児者でもコミュニ

ケーションができる機器も開発・市販される

ようになってきたし，障害の有無にかかわら

ず便利なツールとして普及し始めたタブレッ

ト端末も，コミュニケーションエイドとして

活用できることも知られるようになった。し

かし，これらの技術はあくまでも障がい当事

者や家族，支援者のニーズを実現するための

道具でしかないが，便利なツールは時に「用

いることが目的」になってしまう危険性もあ

る。AAC アプローチに関する本分科会の研究

到達点としては，①いかに子ども達の発達を

把握・促進し，可能性を引き出す支援・指導

を行うことができるかを研究すること，②当

事者や家族のニーズとシーズ（AT や支援）が

マッチしているかを適切に評価しつつ教育実

践につなげることが挙げられよう。 
さて，本分科会では，滋賀県から２報、愛

知県から 1 報のレポート発表があった。滋賀

県立草津養護学校の阿閉氏から，交通事故後

の後遺症による脊髄損傷等により，人工呼吸

器を装用する中学部 2 年生について，訪問教

育の現状が報告された。本事例では，①iPad
を遊びとして導入し、徐々に学習ソフトの活

用につなげたこと，②Skype を活用しクラス

メイトと関わりをもつことで，大人との関係

から同年代の友だちとの関係へと広がってい

ったことが報告された。滋賀県立野洲養護学

校の中村氏からは，今年度から始まった高等

部訪問の取り組みが紹介された。担当する脊

髄性筋萎縮症（SMA Ⅰ型）の１年生自身も

登壇され，レッツチャットを用いて，自己紹

介や大好きな野球チームの話などについて話

題提供するとともに，「勉強したい」，「出かけ

たい」と自らの思い・希望を発表された。本

発表は，学校が本人・家族のニーズになんと

か応えよう努めている実践報告であった。愛

知県立名古屋養護学校の小山氏からは，重

度・重複障害児２事例に，タブレット端末

（iPad）をコミュニケーションツール，学習

ツール，余暇活動ツールとして活用した取り

組みとして，アプリの活用（ドロップトーク

や Keynote 等），iPad とスイッチのマッチン

グについて話題提供された。もっとも，タブ

レット端末はあくまでツールであり，直接的

な関わりが少なくなったり，バイタルサイン

を見逃したりすることがないよう留意する必

要がある等の考察が加えられた。 
 これらの発表を受け，分科会の中では，①

タブレット端末だけではなく，既存型のコミ

ュニケーションエイド（携帯用会話補助装置

としての AT）や，東京大学先端科学技術研

究センターの巖淵守准教授が開発された

OAK（Observation and Access with Kinect）
等を紹介した。その上で，②AT を導入・調

整（フィッティング）する課程や子どもの認

知発達について概説を加え，子どもの発達段

階を把握し，その後の発達支援を検討するこ

との重要性について助言した。例えば，標準

化された検査等を用いることが難しい事例で

あっても，例えば教育介入に対する反応（RTI）
から発達段階等を推測することができるし，

より高次な発達段階へと促進する方法につい

ても考察を加えることができる。最新のシー

ズ（AT）に関する情報とともに，それらを教

育実践の中で活用するための専門的知識・技

能（心理・医学・工学領域を含む）を共有す

る仕組み（システム）作りが，本分科会の今

後の課題といえるだろう。 
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第３分科会「コミュニケーション１」 

■発表レポート 

始まったばかりの本校の訪問教育（高等部） 

～Ａさんの取り組みから～ 

中村友美 

滋賀県立野洲養護学校 
 

１．はじめに 

 Ａさんは今年の４月に本校の訪問籍に入学し

ました。これまでは地域の中学校の特別支援学

級で過ごしてきました。Ａさんと出会ってまだ

４か月ほどですが、手探り状態で始めた訪問教

育の様子をまとめました。また、開校６年目の

本校にとって（ほぼ）初めての訪問籍の生徒の

入学ということで、少しずつ課題もみえてきま

した。Ａさん自身の願いを大切にしながら、今

後の訪問教育について考えていきます。この分

科会当日には、福祉サービスを利用して、本人

とお母さんが来られました。本人がレッツチャ

ットでお話をしたり、お母さんがこれまでの話

（ＳＴさんとの出会いなど）をしてくださった

りして、貴重な時間を過ごすことができました。 
 

２．Ａさんの実態 

 Ａさんは高等部１年生で、障害名は「脊髄性

筋萎縮症（ＳＭＡ Ⅰ型）」です。人工呼吸器を

つけていて、家でもほとんど寝た姿勢で生活し

ています。様々な医療ケアは保護者がされてい

ます。訪問した時も、教師ができることは、Ａ

さんの口をぬぐう程度です。「右（に顔を傾けて）」

「吸引（して）」など、Ａさんの言葉を聞き、保

護者がケアをされます。 
 学力は、小学校卒業程度の漢字の読み書きが

でき、四則計算（パソコンを用いて筆算しなが

ら）もできます。いろいろ分かっていることも

多いのですが、経験の不足から理解に凸凹があ

ります。たくさんの色の名前を知っていても、

それをまとめて「色」と言うことを知らなかっ

たり、硬貨の計算を間違えたりします。どの学

習に対しても前向きで、「もっと勉強したい」と

いう気持ちが強いです。好きな教科は国語、や

ってみたい勉強は「理科の実験！」「調理実習」

だそうです。 
 コミュニケーションに関しては、わずかに動

く手や足の指を使ってマウスをクリックし、レ

ッツチャットやパソコン（ワードやインターネ

ットなど）を使うことができます。これらのツ

ールを通して、初めて会った人とも話をするこ

とができます。ここまで、コミュニケーション

ツールを使いこなせるようになったのは、幼い

頃に良いＳＴさんと巡り合い、今日まで関わり

続けてもらっているおかげなのだそうです。ま

ずは、遊びの中からＹＥＳ・ＮＯを伝える機会

をつくってもらい、伝える喜びを知り、発達に

応じて少しずつ機械を与えてもらったことが良

かったそうです。「とりあえず機械だけ与えたら

良い、ではダメ」とお母さんはＳＴさんから学

んだそうです。 
 

３．中学校時代～本校入学決定まで 

 中学校時代は、毎日保護者が送迎し、学習に

も付き添っておられました。教師と１対１の個

別学習がほとんどでした。体調が良いと、朝か

らクラブの時間まで学校で過ごされました。

様々な教師との学習で、楽しかったようです。

修学旅行にも参加し、広島まで行きました。中

学３年生の時には、体力が少し落ちてきて体温

調節が難しくなったり、学習に集中し続けるこ

とが難しくなったりもしました。 
 進路選択をめぐっては、早い時期からケース

会議が開かれてきました。選択肢としては「び

わこ学園」か、本校（通学籍 OR 訪問籍）か。

「施設に入所するのではなく、家で過ごしたい」

「できるだけ多くの教育の機会をもたせたい」

という保護者の願いもあり、本校に決定しまし

た。通学も考えましたが、①本校まで遠いこと

（中学校は家からすぐであったが、本校までは

片道３０分ほどかかる）②道中に停車できない

場所があること（Ａさんは自発呼吸が全くなく、

すぐにトラブルに対応できないと命にかかわる）

③毎日の通学にサービスは使えないこと、など

から通学は難しく、訪問籍に決定しました。 
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４．高等部での様子 

 ４月に保護者に都合（訪問入浴や訪問看護師

さんが来られる日と重ならないように）を聞き、

曜日を決め、学校の体制も考えながら、１回２

時間・週３日 と決めて訪問がスタートしました。

基本的に担任が交代で１名ずつ訪問することに

なりました。本校の訪問教育については、「訪問

籍児童生徒の教育を通学生と等しく保障するこ

とを目指す」と述べられていますが、４月は訪

問の回数や時間について深く論議する間もなく

始まってしまったように思います。 
 訪問教育の学習は国語に重点を置いて取り組

んでいます。今後いろいろな人と関わる中で、

自分の思いを言葉や文章で分かりやすく伝えた

りすることは大切だという考えからでした。そ

の他には、数学の学習をしたり、クラスで取り

組んでいること（朝の会で歌う歌は何が良いの

か考えたり、植えたトウモロコシの高さを測っ

てみたり・・）、行事の事前・事後学習をしてみ

たり、本人の学習したいことを取り入れながら

進めてきました。パソコンを介して学習を進め

ることがほとんどですが、時には折り紙を持っ

て行って展開図の学習をしたり、ペットボトル

に色水を入れて持っていき、何色になるかの実

験をしたり、クラスで七夕飾りを作った時には

大きな笹をお家に持って行って願い事を書いた

りもしました。パソコンで学習する時よりも意

欲的で「私もやりたい」と伝える姿が多くみら

れました。「中学校時代に比べると学習の時間は

減ってしまいましたが、在宅中心の生活になっ

たことで本人の体力に余裕が生まれ、学習にか

なり集中できるようになりました」、とお母さん

はおっしゃっていました。限られた時間の中で、

限られた人間と関わる中で、本人が「人と関わ

ること」をより意識するようになったそうです。

「こんにちは、よろしくお願いします」といつ

も出迎えてくれるＡさんの言葉からも、訪問を

心待ちにしていてくれることがよく伝わります。

訪問する１時間ほど前から、テレビを消して、

吸引をして、万全の態勢で学習を受けようとし

ているそうです。 
ＳＴさんからも、「最近ちょっと大人になっ

たね」と言われたそうです。家族に何かを頼む

時にも、「今日は早く帰れる日だね、帰りに〇〇

してきてくれる？」など、相手のことを考えて

から自分のことを言えるようになってきたそう

です。Ａさんは日々成長しています。 
保護者は、入学前に「学校の体制もあり、訪

問は週２回ほど」と説明を受けていたので、週

３回訪問に来てもらえてとてもありがたいと思

っているそうです。できるだけ教育を受けさせ

てあげたい、体調を配慮しつついろいろな経験

をさせてあげたい、というのが保護者の願いで

す。 
Ａさん本人にも訪問教育について尋ねたと

ころ、「訪問に来てもらえて楽しい。できれば

週５日、来てほしい。学校に行って友達と一緒

に勉強がしたい。」など、時間をかけて伝えて

くれました。A さんの大切な願いです。 
 

５．スクーリングの様子 

 入学前より、行事を中心にスクーリングを行

うという話をしていました。具体的に回数は決

まっていませんが、お父さんの休みがとれて両

親がそろった時など大人の体制がとれ次第の実

施です。これまで、３回のスクーリングを実施

しました。 
① 入学式：呼名の際には、レッツチャットで

返事ができました。教室でも短い時間で自

己紹介ができるよ 
うに、準備をしておきました。少し緊張気味の

Ａさんでした。初めて出会うクラスメートは、

「Ａさんは、明日は来ないの？」と尋ねていま

した。Ａさんを含め７人の学級ですが、全員が

そろって、温かい雰囲気で新学期をスタートさ

せることができました。 
② 高等部体育大会：Ａさんは、体育館での徒

走に参加しました。お父さんにシーティン

グを押してもらい 
ながら、クラスメートが持っている輪の下を順

番に通りぬけ、ゴールしました。練習もせず、

本番だけの参加でした。後で感想を聞いてみる

と、「輪の下をくぐる時に緊張した」と言ってい

ました。「ゴールしました！」がタイミングよく

言えなかったのは、緊張していたためだったよ

うです。事前にクラスで応援の旗を作り、Ａさ

んもパソコンで応援メッセージを打ちました。

運動場で行われた「よさこいソーラン」も、外

でテントの下で応援しました。お昼の時間も、

ずっとみんなと一緒に教室で過ごし、みんなが

給食を食べている間には教室を隅から隅までチ

ェックしていました。クラスメートの誕生日は

いつなのか、今日の当番は誰なのか・・後日ク

ラスの友達の誕生日が近づいた時には誕生日カ

ードを用意している優しいＡさんです。友達を

どれだけ大切に思っているかが伝わりました。

クラスの生徒は、Ａさんがラコールを注入して

いたり、足でレッツチャットを操作していたり

するのが不思議な様子でしたが、Ａさんの身体

のことをお父さんに教えてもらって、少しずつ

分かったようでした。次第に好きな音楽の話を

したり、学校で起こった出来事を話したりする
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姿がみられるようになりました。生徒どおしで

話をしている時のＡさんは、普段教師と話をす

る時と違って、くだけた話の仕方で楽しそうで

した。メールのアドレス交換をして、２人のク

ラスメートとはメールのやり取りをするように

なりました。 
入学当時から楽しみにしていた体育大会で

した。「来年は、（他のクラスの生徒が行ってい

た）ボーリングをやりたい」と、来年に向けて

の思いも高まりました。一日学校で過ごして、

疲れが出ていないか心配していたのですが、翌

日に阪神の応援に行っていたことが分かり、驚

かされました。 
③ 音楽鑑賞：琵琶湖ホールで、クラッシック

の音楽鑑賞があり、高等部の複数クラスと

一緒に鑑賞しまし 
た。Ａさんは現地集合でした。事前に曲の下調

べをして、本番を迎えました。「ホルンの高い音

が綺麗だった」「『つばさをください』の曲が一

番気に入った」と感想を伝えてくれました。 
 これまで、上記のように月１回ほどのペース

でスクーリングを行ないました。普段、訪問に

行った時にもクラスの様子は教師が伝えている

のですが、やはり直接友達と会い、一緒に過ご

せることは刺激があって嬉しいようです。今後

は、高等部の文化祭やクラスの宿泊学習に参加

をする予定です。体制や体調が整ったら、行事

以外の時にもスクーリングできたら良いな、と

いう思いがあります。 
 

６．今後にむけて 

 ４月から訪問教育を実施してきました。保護

者の協力のもと、毎回Ａさんと楽しく学習を進

めることができています。Ａさんの体調も安定

していて、欠席もほとんどありません。一方で、

今後に向けて考えていく課題がみえてきました。 
① 訪問回数：生徒の実態に応じて、通学生と

同じように学習保障をしていく、という理

念のもとで週３回 
の実施をしていますが、Ａさんの学習への思い

（週５日訪問に来てほしい！）や体力を考える

と、回数を検討していく必要があります。 
② 複数訪問の実施：現在は１名ずつ、交代で

訪問していますが、Ａさんの実態を複数の

目で見て、授業を 
展開していくことは大切です。一人の教師では

気づかないことがあるでしょう。 
③ 学習集団の保障：友達を意識しているＡさ

ん。学校での授業の様子をリアルタイムに

伝え、友達と学習 
を一緒にできるように工夫していく必要があり

ます。また、来年度もどのような集団に所属す

るのが良いのか検討していきたいです。 
④ 教育課程：国語に重点を置いて学習を進め

るものの、各教科のねらいを立てて、Ａさ

んに合った教育課 
程を考えていく必要があります。 
 これからも、Ａさんと一緒に学び、考え続け

ていきたいと思います。
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第４分科会「コミュニケーション２」 
■ 共同研究者の分科会まとめ 

川住 隆一 
東北大学大学院教育学研究科教授 

 
 第４分科会には 65 名の参加があり、３つのレポ

ートとそれに基づく協議が活発に行われ、その後共

同研究者による協議内容のまとめがなされた。本分

科会における最初のレポートは、奈良県立明日香養

護学校の中村靖史先生による「人工呼吸器をつけて

いる小5男児のコミュニケーション行動を促す取り

組み」であった。対象児は奈良県山間部の自宅で訪

問教育を受けている児童である。中村先生は、学習

活動の場面を写真に撮って本児の「日記」とし、こ

れを仲立ちとして本児と先生が話し合いを行ったり、

活動の選択により本児のイニシアチブを発揮する手

段としたり、あるいは活動（学習）の場を広げる動

機づけとして利用してきたようである。また、中村

先生は、先生や家族と本児とのコミュニケーション

を促すだけではなく、本児と地域の子どもたちとの

交流の機会を大切にして、コミュニケーションの相

手が広がるよう取り組んできている。この相手の広

がりに関しては、発表後の討論の大きな柱のひとつ

となった。 
 次のレポートは、滋賀県立三雲養護学校紫香楽校

舎の藤本千恵先生による「障害の重い子どもの主体

性を引き出す実践とは･･･Ａさんのエピソード研究

を通して」であった。対象児は、同校舎に隣接する

病院の重症心身障害児病棟に入院している高等部生

である。対象児は人工呼吸器を装着しており、学習

はベッド上で行われている。本児の手足に動きはみ

られず、眼球のわずかな動きから藤本先生らは本児

の気持ちを大胆に推察し、子どもの気持ちに寄り添

うことを最優先に取り組みを行ってきている。同時

に、エピソードを蓄積し、そこから仮説を設定して

実践を行い、ビデオを分析し子どもの意思や主体性

を捉えようとしてきた。これら障害の重い子どもに

向き合う先生方の基本姿勢を筆者は大いに支持した

い。しかし一方、本レポートは、ひとつの大きな課

題を提起している。それは、先生方が近江の昔話（三

上山のムカデ退治）を学習題材として取りあげ、多

くのねらいが述べられていることである。ここで議

論する余地はないが、この実践から筆者が受けた疑

問は、題材が最重度障害の子どもに分かりやすい内

容であるのか、それをどのように確認するのか、ま

た、障害の重い子どもの学習意欲を喚起するのに非

日常的内容がよいのか日常生活に沿った内容がよい

のかということであった。続編として、来年も藤本

先生らの発表があることを期待したい。 
 3 番目のレポートは、京都府立舞鶴支援学校の杉

本沙恵子先生の「『心がつながった』～表出の弱い中

途重症児の思いを受け止めて～」である。対象児は

自宅で指導を受けている高等部3年生で、小5の時

に事故（？）により脳に重度の障害を負ったようで

ある。レポートは、高等部1年生のときからのエピ

ソードを取り出した内容であるが、対象児は当初、

感覚過敏や瞼を閉じていることが多かったようであ

るが、先生方の過敏性への無理のない対応を行うこ

とや本児の好む音楽を聴く機会を設けることなどを

通して、本児との交流が進んだようである。すなわ

ち先生からは音声言語による話しかけを行い、本児

の右あるいは左手の動きから気持ちを読み取り、つ

いにはそれらの動きを「イエス」「ノー」のサインと

して確立していった経過が述べられた。また、本児

の可能な上肢の動きを利用し、絵筆をひもでつるし

本児が手で筆を操作しやすいようにして絵を描く取

り組みなどが紹介されたが、微弱な動きを活用する

例として筆者には大変参考になった。 
 以上、３つのレポートに対しては、たくさんの質

問が出された。その時の筆者のメモから本分科会に

直接関係する事柄をいくつか取りあげると、写真か

らシンボルへとコミュニケーション手段を高次化す

るプロセス、文字習得とパソコン利用に向けた基礎

学習の進め方、見比べや視線の重視、微弱微小な身

体部位の動きから子どもの意思を読み取る際に配慮

すべきこと、ビデオ分析の方法、エピソード研究の

意義と課題、子どもの伝達意欲の促進方法、等であ

る。本大会より、コミュニケーション問題は2つの

分科会に分かれて発表と協議が行われるようになっ

た。本分科会は「超重症児のコミュニケーション」

がテーマである。活動の場や時間、内容が大きく制

約されているこの子どもたちのコミュニケーション

を豊かにしていく実践研究の成果が、次回の大会で

もたくさん発表されることを楽しみにしたい。 
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第４分科会 コミュニケーション 

■発表レポート 

人工呼吸器を着けている小５男児のコミュニケーション行動を促す取組 

中村靖史 

奈良県立明日香養護学校 
 

１ はじめに 

  筆者は、社会資源が少ない山間部で暮らす事例

児の訪問教育の中で、生活の充実ということを大

きなテーマにしながら、コミュニケーション行動

を促進していきました。人工呼吸器を着けている

事例児が、少しでも主体的に表現したり人や物に

働きかけたりするために、どのようなことに注目

し展開したかを整理し報告します。 
 

２ 本児の紹介 

（１）実態 

  本児の疾患は脊髄性筋萎縮症Ⅰ型で、生後間も

ない時から呼吸状態は安定せず９ヶ月の時に人工

呼吸器を使用することになりました。いつも心拍

数は高めで、体調の変化や不安な時、姿勢変換時

に心拍数が大きく乱れることがしばしばありまし

た。 

 運動機能面では、姿勢変換を自ら行うことはで

きず日常生活の動作は全介助。首は定頸しておら

ず、各関節の短縮や可動域の制限があります。体

は意図的に動かすことができないと言われていま

したが、腕や脚には微細な動きが感じられる時が

あります。 

  認知面においては、本児の主治医が、「感じた

り、考えたりする力は順調に発達していくことが

期待できるので、いろいろな経験をさせましょう」

と話されました。自分で話すことはできませんが、

日常の簡単な言葉は理解しているようで、話しか

けられると、目の表情や眉間の動きで応答したり、

わからない時には目を白黒させたり泣いたりする

ことができました。 

（２）本児を取り巻く環境 

  市街地で暮らす在宅の障害児ならば、希望して

申請すれば支援してくれる社会資源があります

が、本児が暮らす山間部には、医療面や福祉面に

おいて、本児の生活をしっかりとサポートしてく

れるような社会資源がありません。従って、在宅

生活の中では人とのかかわりも限られており、そ

のような中で、訪問教育が出入りさせてもらう意

味は大きいように思います。本児の訪問教育は 3
人の教員が担当しています。 

 

３ コミュニケーション行動を促していくため

の基本的な視点 

 訪問教育の中で、様々な学習活動を展開してい

くにあたり、その基盤になるのはコミュニケーシ

ョンの充実です。様々な変化への不安から呼吸が

乱れるような状況を少しでも改善するためにも、

コミュニケーションの充実は重要であると考えま

す。 

 ２で述べたコミュニケーション面の実態から筆

者が注目した行動は、家族の言葉を聞いて目や眉

間を動かしたり、あるいは泣いたりするなど、受

け身ではあるが働きかけに応答すること、そして、

体の動きは見られないが触れられている部位に気

持ちを向けることができるということです。これ

らの行動からは様々なやりとりが期待でき、より

主体的なコミュニケーション行動へとつながるよ

うに考えられました。そのために、筆者は以下の

ようなことを大きな柱に学習活動を展開していく

ことにしました。 

①体の動きに気持ちを向けて意欲が高まる活動の

展開。 

②生活の中の様々な事柄の理解を促す活動の展

開。 

③教員とのやりとりの充実から友だち、身近な人

とのやりとりへ繋げる活動の展開。 
 

４ 取り組みの経過 

（１）体の動きに気持ちを向けて意欲が高まる活

動 

  本児には、かすかな腕の動きがあり、腕や肩周

辺のストレッチを行っている中で、筆者が示した

方向に一緒に動かしていることが,触れている手

に感じ取ることができました。当初は明確な動き

ではありませんでしたが、かすかな動きとともに

心拍数が少し減少し、集中している、あるいは体

に気持ちを向けていることがうかがえました。 

 そこで、自分が動かしたことをより意識できる

ように、やわらかなゴムボールの空気を半分くら

い抜いて本児の前腕を乗せるようにしました（写

真１）。すると、本児の動きと同時にボール上の
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手が揺れ、その揺れを本児が感じ取ることができ

るようになりました。動かす度に家族や教員が「そ

うそう」と声をかけてくれるので、腕の動きは意

図して出したり、止めたりすることができるよう

になり、話しかけたときの応答や意思表示として

定着していきました。さらに、自分の動きが物に

対して大きな変化をもたらすことを意識すること

ができ、物の操作へと繋がっていきました。スイ

ッチに連動したおもちゃや、手のひらに固定して

もらった筆で画用紙に描くことなど、自分の動き

が起こす変化を楽しむことができました。 

（２）生活の中の様々な事柄の理解を促す活動 

  本児は話しかけられた時に応答したり、話され

ていることが理解できない時には目を白黒させた

り、泣くなどの表現ができました。ただ、受け身

な状況で、自分から意思を表現することはできま

せんでした。この状況から少しでも主体的な表現

ができる状況を増やしていくために、どのような

学習内容においても選択肢の中から見比べて選ぶ

機会を設けるようにしました。「どっち？」とい

う言葉と共に目の前に提示された二つの物を見比

べることを促すと、これらを見比べ自分が思う方

で視線を止めることができました。視線を止めた

後に「こっちなの？」と問いかけると手を動かし

意思を重ねて表わすことができるようになりまし

た。 

 絵本などのお話、身近な人や物の名称の学習、

季節の学習など、いろいろな学習活動の中で「○

○はどっちだったでしょう？」などと内容に関す

るカードや写真を示しながら質問すると、見比べ

て選択することができ、理解状況を確認すること

ができるようになりました。生活の中の様々な事

柄を理解させ、概念形成などを促す上では、学習

活動の基盤になるやりとりになりました。 

（３）教員とのやりとりの充実から友だち、身近

な人とのやりとりへ繋げる活動 

 本児は物事の変化を感じ取ったり、簡単な言葉

の理解して応答したりできます。しかし目の前の

ことを共に感じて「おもしろいね」など他者と気

持ちの共有はできても、過去の話題を共有するこ

とは難しいことでした。そこで、保護者に家庭内

の出来事を携帯電話のカメラ機能で写真に撮影し

てもらい、それをパソコンに写しながら、出来事

を振り返る活動を行いました。 

  当初は、プレゼンテーションソフトに写真を貼

り付け、その出来事に関する感想を「○○がおも

しろかったなー」などと保護者や教員が言葉にし

て話しかけるようにしていました。するとじっと

写真を見つめて、あるいは表情を弛めながら腕を

動かし応じることができるようになりました。特

に、印象深い出来事には、教員が言葉にするとす

ぐに大きく腕を動かしていました。この活動では

教員が、毎回ひとつの出来事の写真を貼り付け文

字入力して印刷して、「ぼくの日記」として本児

の見える位置に掲示するようにしました。 

 さらに、回数を重ねる中で、視覚シンボルカー

ドを導入し、「嬉しい」「おもしろい」「つまら

ない」などの感情表現のカードを２枚示し選択す

るように促していくと、意欲的に選択して思いを

表現することが増えました。該当しない言葉には

視線を定めない行動まで表すようになりました。

これらの写真やカードは、他の場面でも、思いを

表す大切なツールになっていきました。見せなが

ら「○○しよう」や「○○に行こう」などの示し

方をすることで、人や場所、物の理解へと拡がり、

生活の中で見通しを持つことに繋がりました。 

  そして、作った「ぼくの日記」を、家族や次回

の訪問教員、2 週に 1 回の往診のドクターが来た

時に「これを見てって目で言うんだよ」と本児に

伝えるようにすると、家族が帰宅した時やドクタ

ーが来た時、あるいは訪問教員に、掲示した日記

に視線を向ける形でアピールをすることができる

ようになりました（写真２）。それを見た家族や

教員、ドクターは、日記に対して誉めてくれたり、

表現されている内容を読み上げながらやりとりを

してくれるので、より一層表現することに意欲が

高まってきました。最近では、日記ではなくても、

授業の中で使った物や教員が書いた物でも、それ

に視線を向けたり、自宅に来客があった時に、初

めて会った人でも日記を見るようにアピールを

し、話題をやりとりすることを楽しんでいます。 

 年に５回実施している村内の小学校との交流及

び共同学習では、この日記を紹介したり、カード

などで意思確認をしている場面を実際に見てもら

ったりすることで、小学校の子どもたちがそのよ

うなかかわりを取り込んでかかわる場面が見られ

るようになりました。また、同学年の図工で絵を

描く活動の時には、訪問教育の授業の時以上に腕

を一生懸命動かし、みんなに「すごい」と言われ

て一層意欲を示すなど、交流及び共同学習を繰り

返す中で、本児もできることをアピールするよう

な行動が見られるようになりました。 
 
 

５ 考察 

  以上の経過から、本児のコミュニケーション行
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動が変化してきた中で、かかわり手にとって重要

であった視点を整理すると以下のようになります 

 ①体に触れていて感じられるような微細な動き

への注目と適時フィードバックできるようにかか

わる。 

  ②話しかけに応答するという受け身な状況か

ら、見比べて選ぶなど主体的な行動でのやりとり

を検討する。 

  ③写真や絵カード、実物など何度も再現しやす

いものを使いながら、出来事を共有できる状況を

整える。  また、それらを掲示することで、複

数の人にアピールできるような状況も整える。 

  ④家庭でも気軽に取り組んでもらえるような活

動内容および教材づくりを心がける。 

 まず①は、言葉かけやゴムボールの活用など、

自ら動きを感じ取れる状況づくりの重要性を感じ

ました。そのことがきっかけになり、意思表示と

しての腕の動きが物に働きかける操作的な動きへ

と発展していったように思います。②については、

聞いて応答するだけでなく、二つを見比べるとい

う行動に注目することで「どっち」という言葉に

対応して考え「選ぶ」ことにつながりました。こ

のやりとりはかかわり手には働きかけたことをど

のように捉えてくれたかを計ることができる側面

があり、以降の学習活動を支えるやりとりになり

ました。 

 次に、③は、本児にとって、出来事を思い出す

ことや、その時の感情について言葉にしてみるこ

とであり、写真や絵カードなど具体的な材料を使

うことが必要不可欠でした。教員がとりあえず言

葉にしていましたが、絵カードで選択することを

繰り返す中で、言葉の意味を考えるようになりま

した。該当しない言葉には視線を定めない行動か

ら言葉の意味を考えて選択していることがうかが

えます。また、写真や絵カードは外出時や突然の

変更など、落ち着いて状況を把握することや見通

しをもつことが必要な場面でも有効なツールにな

りました。自分が表現したものが印刷されて掲示

されることで、教員とのやりとりから、家族や来

客者へのアピールにつながっていったことは、自

分が表現したという実感が、より多くの人へ発信

したいという意欲として表れたと思います。さら

に、この意欲は交流および共同学習の中でも発揮

されました。 

  ④経過の中の活動で使った教材は、授業を終え

た後は家庭に置いておき、家族で一緒に使っても

らうようにしました。腕を動かして動かす教材や

日記、絵カードは姉兄が本児と一緒に遊ぶ時に使

ってくれたので、動きは反復されどんどん力強く

なりました。そういう意味では、手軽に使っても

らえることを想定して製作することがとても大切

なことと思いました。 
 

６ 今後の課題 

  今後は、コミュニケーション行動がさらに向上

していくように、支援機器などをうまく活用し、

本児が表現しやすい状況を整え、より一人で発信

したり、人とのかかわりを深めたりできるような

工夫が必要と考えています。そのために、支援機

器の情報を整理するとともに、どんな場面でどん

な支援が必要かを明確にしていきたいと考えてい

ます。 

参考文献 

「視覚シンボルで楽々コミュニケーション 障害

者の暮らしに役立つシンボル 1000」 
ドロップレットプロジェクト 編 

                  エンパワメント研究所 

「重複障害のある子どものコミュニケーションと

探索活動」 
 独立行政法人 国立特殊教育研究所                                                                     

重複障害教育研究部 
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第５分科会 「あそび・文化」 

■共同研究者まとめ 

木下博美 
全国訪問教育研究会副会長・京都府立舞鶴支援学校 

 
参加者２５名。レポート２本。持ち寄り教材教

具の紹介２０点近く。とても内容の濃い分科会と

なりました。また教材教具の単なる紹介にとどま

らず、どのようなねらいのもとにどのような生徒

に活用して、どのような学習や発達の姿を生み出

したのかを、ていねいに学ぶことができました。

この分科会を「あそび・文化」としている理由は、

重症児である訪問生徒の学習活動を豊かに展開し

ていく教材教具を「実践的に交流する」所にあり

ます。単なる教材の紹介に終わらせず『心の豊か

さを実現する授業実践』として交流していきたい

という願いが込められています。その意味で、今

回の２本のレポートは、共に素晴らしい実践事例

の報告でした。 
京都の長島レポート〈「ぼく、できるよ」「ぼく

に任せて！」と思える力を育む〉は、重篤な生理

的基盤の状態の児童ではあるものの、認識・コミ

ュニケーション・社会性の発達を実現してきた丁

寧な実践でした。長島先生は「対象物の注視や音

源の定位」「人差し指の動きの調整力」などを手掛

かりに、「自分が対象物に働きかけることで外界が

変化する因果関係を理解しつつある」ことをつか

み取り、「口の動きや人差し指の動きを Yes のサ

インとして意味づけてきたことで、呼名や問いか

けに対して表情や視線・口や顔・人差し指の動き

等で応えるようになってきた」と実践を整理して

いました。しかも、その上で展開される授業はと

ても楽しくて、情感豊かに家族と一緒になって繰

り広げられるものでした。家族との関係づくりを

大切にしながら持ち込まれる季節の草花。たくさ

んの手作り教材を使ってお母さんや友達や先生た

ちと繋がっていく授業。理論が人間的な文化を見

事に開花させている実践でした。 
「子供の障害と発達に見合った方法・内容で、

どのように教育課程上に編成し、意欲や自発性を

引き出すための授業づくりをすればよいのか、試

行錯誤している」という長島先生の考え方は、極

めて科学的な教育観に立脚していると、参加者の

深い共感をよんでいました。また、その報告のた

めに教材の実物をたくさん持ってきていただき、

実際にそれを扱いながら子どもの活動を紹介され

ていて、大変に分かりやすいものでした。 
まとめの中で「教育目標に最初にあげる項目は

『生きる意欲を育む』ことではないかと考え」「大

好きな人が楽しそうに生き生きと伝えてくれるこ

とが、子どもたちの心を揺さぶり、その『心の揺

れ』が、障害の重い子どもたちの生きる意欲につ

ながるのではないでしょうか。」と結んでいること

は、昨今の教育の在り方に大きな示唆を与えてい

ると同時に、重症児教育の根幹をなす重要な指針

であると思いました。 
滋賀の森田・和田レポート「学校大好き、友だ

ち大好き～僕の１２年間」は、文化祭で活躍する

場面を中心に多くの映像を紹介しながらの１２年

間がんばってきた取り組み、多くの教材とその実

践の報告でした。発表レポートを他者に譲ってし

まったために詳細をお伝えできなくなり誠に申し

訳ないのですが、生徒本人保護者そして歴代の担

任がそろって分科会に顔を見せてくださり、極め

て感動的な場を参加者全員で共有することとなり

ました。滋賀県の養護学校とりわけ北大津養護学

校が、いかに一人ひとりの子どもたちを学校ぐる

みで大切にし、その教育を豊かに実現しようとし

てきたのかを目の当たりにする報告でした。これ

は開催地ならではの総がかりの報告であり、今後

の大会でも叶うことならこの様な発表形態を実現

出来ることが望まれます。 
その後、参加者による教材交流を行いました。

どんな子どもにどんな風に使って授業をしたら、

どんな表情や動きをしてくれたのかを話して下さ

いとお願いしたところ、みなさん楽しそうにそれ

ぞれの実践を具体的に話してくださり交流が深ま

りました。過去数年間にわたって『教材集を作り

ましょう』と呼びかけてはきましたが、やはり目

の前で実物を扱いながら実践を交えての説明を聞

かなければその価値は伝わらないものだと、改め

て実感しました。教材だけを手にしても楽しくあ

りません。先生や友だち、家族がいて初めて楽し

さが生まれます。人に伝えたいものそれが文化に

なります。北大津の発表の中で、家族の皆さんや

歴代の先生たちが出てこられました。向日が丘の

文化祭に、おじいちゃんおばあちゃんも妹もみん

な出てきて演奏をする。みんながすてきだなあと

思って拍手をする。それが文化。そういったこと

を通じて人を求める子どもに育ってほしい。それ

が卒業してからも人とかかわる力になり、重症児

が生きる力になっていくと思います。 
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第５分科会「あそび・文化」 

■発表レポート 

「ぼく、できるよ」「ぼくに任せて！」と思える力を育む 

長島康代 

京都府立向日が丘支援学校 

 

１はじめに  

 京都府立向日が丘支援学校は、京都府立

で最初の養護学校として昭和 42（1967）年

に開校し、今年度は 141 名の児童生徒が学

ぶ知肢併置の特別支援学校である。訪問生

は小学部１年・３年・５年の３名で、重度

重複障害グループの中の「訪問生クラス」

として位置付いている。本稿では５年生の

Ｓ君の手指の活動を中心に、「あそび（文

化）」を子どもの障害と発達に見合った方

法・内容で、どのように教育課程上に編成

し、意欲や自発性を引き出すための授業作

りをすればよいか、昨年度より試行錯誤し

ている経過を述べる。 

 

２ Ｓ君（小学部５年生）の実態     
 リー脳症に起因する体幹及び両上下肢機

能障害、呼吸機能障害があり、気管切開部

よりの酸素吸入（夜間人工呼吸器使用）や、

気管カニューレ・口腔・鼻腔内の痰吸引、

経管栄養（胃ろう）注入等の医療的ケアが

常時必要である。日常的に仰臥位姿勢で過

ごしているため、関節の拘縮や変形が見ら

れ、また、上肢の不随意的な運動が多く、

じっくりと対象に向かうことへの困難さが

ある。３年生後半より体調が安定し、週３

回の訪問教育を着実に積み重ねることがで

きるようになり、４年生後半からは座位保

持装置に移動しても安定した体調で学習で

きるようになってきた。 

 対象物の注視や、音源探索・定位ができ、

呼名や問いかけに対して表情や視線、口や

顔、人差し指の動き等で応える。上肢の不

随意的な運動があるものの、手指（特にひ

とさし指）の動きを調整できる（左＞右）

ようになってきたことで、自分が対象物に

働きかけることで外界が変化する因果関係

を理解しつつある。次は、変化の終わりを

「自分で決める」ような、自己決定の力を

つけることが目標になると考えている。 

 いつもと違う場所での活動やいつもと違

う他者からの働きかけを受け止め、自分な

りに対応しようとする社会性もある。４年

生から始めた友だちとのビデオレターの交

換やスクーリングの積み重ねにより、「友

だち」や「学校」へのイメージができつつ

ある。 

  

３ 自ら「もの」に働きかけていくために         

（１）繰り返し、積み上げることで自信を

育てる  

① ひとつの教材を変化させながら繰り返

す 

 「繰り返し遊ぶ（取り組む）」ことは、

技術や知識などの習得のために必要なだけ

ではなく、子ども自身が「遊びきる」「や

りきる」経験を通して自信を育むためにも

必要である。ベッド上での生活が中心にな

る訪問生が、楽しみながら繰り返し遊ぶた

めに、以下のような視点で工夫をしてみた。 

ａ 手遊び「おにぎり ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ」

（2012 年度 9 月～11 月） 

・素材（手・紙・布・お米）の変化→感触

だけでなく、重さ（質量）の変化も経験さ

せる 

・取り出す場所（袋・弁当箱・自分のポケ

ットなど体の各部）の変化→探索行動に相

当。自分の体を触ることでボディイメージ

を育てる。「握る」活動。 

・定位する場所（正面・体側・正中線を越

えて）の変化→関節可動域を確認したうえ

で、正中線を越えて「放す（渡す）」活動。 

 

 この学習は、３学期の「ぼうずめくり」

や「切符探し」の学習の中に「探す」「握

る」「放す」活動を取り入れて継続した。 

 

② 同じ教材を、間をあけ、ステップアッ

プして繰り返す 

 期間をあけて繰り返すことで、「あ、こ

れ知ってる。やったことがある」という自

信をもとに、少し難しくなった課題にも向

かうことができる。 

ａ 「七夕かざり作り」（2012 年７月に３

機会）→「えがく・つくる」として、水遊

び・感触遊びをねらいとする。 
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ｂ 「クリスマスリース作り」（2012 年 12
月に８機会）→お話しの中にリース作りを

入れ込み、じっくり制作に取り組む。 

 

 ７月に一度経験したことで、12 月の「リ

ース作り」の紙すきの行程はＳ君も見通し

が持ちやすく、複雑になった作業にも集中

し、手指の動きを調整して向かうことがで

きたのではないかと思っている。リース作

りでは、指や手のいろいろな使い方（破る、

入れる、振る、はがす、ちぎる、つまむ、

押しつける等）が経験できるように工夫し

た。どちらの作品も、お母さんが家族の共

同作品として仕上げてくださった。 

 

③ 同じ動きを、いろいろな場面で使う  

 随意的に動かしやすいひとさし指に注目

し、「ひとさし指を動かすと、何か（変化）

が起こる」場面を年間通して設定した。 

ａ 雨雲を追い払うトランペット（ポイン

トタッチスイッチ）（2012 年６月）  

ｂ 雨を降らすツリーチャイム（2012 年 10
月）  

ｃ 名前呼びの指名は「ひとさしゆび」で

（2012 年 12 月～） 

ｄ ミキサーを回す（ポイントタッチスイ

ッチ）(2012 年２月～） 

 

 同じポイントタッチスイッチで、ラッパ

の音が鳴ったりミキサーが回ったりするこ

とでＳ君が混乱しないかと案じたが、Ｓ君

は「スイッチをさわると何かが起こる」と

理解したようで、スイッチへの注視から、

変化する対象（ミキサー）への注視へと変

化してきた。それに合わせて、ねらいも「ひ

とさし指をスイッチに向けて動かすこと

（定位活動）」から「始まりや終わりを自

分で決める（自己決定）」ことへと変化さ

せてきた。 

 

④ 「繰り返す」理由と意義 

 繰り返すことが「楽しい」と思えるのは、

素材や動きなどの変化だけではなく、「好

きな人」とやりとりしながら遊べることが

一番の理由ではないだろうか。家族や担任

（できれば友だちとも）と一緒に遊ぶこと

で「楽しい」と思い、「もっと、もう一度」

という意欲が生まれ、自ら手指の動きを調

整しようとする力に結びつくのではないか

と思っている。 

 Ｓ君の不随意的運動が徐々に減ってきて

いるのは、体調の安定が大きな理由である

と思われる。しかしその他にも、「もの（対

象）に向かう集中力」が、吸引と上肢の不

随意的運動の回数を減らし（皮質の活性化

により脳幹部の優位性が抑制される）、自

らが学習に向かう体調を作り出せるように

なってきたのではないかと推測している。

自ら作り出した安定した体調が活動に向か

うことを可能にし、それが自分への自信に

結びつくという、よい循環を作り出してい

るのではないだろうか。 

 

（２）自分で作ったことへのうれしさを感

じ、誇りを育む 

① 本物の道具を使う 

 「生活年齢にふさわしい、本物の道具を

使った活動をさせたい」と考え、ラップの

芯にキリで穴をあけ、釘を打ち込んでレイ

ンスティックを制作した。不随意的な動き

が多くならないかと心配したが、活動中は

対象にしっかりと気持ちを向け、集中する

ことができた。また、調理の際に包丁やピ

ーラーも使用した。 

 

② 作った作品で繰り返し遊ぶ  

 作品作りを目的にすると、「作って終わ

り」になりがちである。作った物で遊び込

むために、「自分で作って、繰り返し遊ぶ」
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ことをねらいにして、レインスティック、

傘、凧、マラカスなど、学習で使う教具を

制作するように計画した。 

 

③ 自分が作ったものを家族に食べてもら

う 

 経口摂取できない子ども達への「調理学

習」の位置づけは、迷いがある。しかし、

調理学習は香りや感触など五感を刺激する

教材であるととらえ、自分が作った料理で

家族が笑顔になる嬉しさも経験させること

ができると考え、教育課程上に位置づけて

いる。 

 

④ 「実感を持つ」ということ 

 上肢に運動機能制限がある子どもの場

合、制作活動ではどうしても「先生が作っ

た作品」になってしまい、「それでいいの

だろうか」と悩んでしまう。しかし、作る

過程だけでなく、作った物で遊びながら見

て・聞いて・さわって確かめることで、子

どもの中に「ぼくが、作った」という実感

が深まり、達成感や自信に結びつくのでは

ないかと考えている。「作品作りのための

制作」ではなく、「遊ぶための制作」をね

らいとすることで、子どもに実感を持たせ

ることができるのではないだろうか。 

 

４  今年度の授業作り～昨年度の学習内

容・教材を振り返って   

 Ｓ君の教材や教具を１年間記録し振り返

ってみると（資料１）、手指の活動には重

点を置いたものの、じっくりと見たり聞い

たりする活動や、身体全体を使ったあそび

や活動が少ないことに気づいた。今年度は

昨年度の総括をふまえ、「はじまりの会」

は「日常生活の指導」等の領域ではなく、

課題学習と同様の「教科・領域を合わせた

指導」と考え、その時々の課題学習に不足

している教科的学習の要素を取り入れるよ

うにしている。また、「季節の歌」では、

訪問に同行する先生が毎月オリジナル曲を

作り、ワルツやブギ、ロックンロールとい

った様々なリズムを子ども達に提示できる

ように工夫している。体幹を揺らすような

身体全体を使った活動は、自立活動（運動

機能）担当者と相談しながら、個々の子ど

もの課題に応じて課題学習の中に取り入れ

るようにしている。 

 課題学習は、３人共通のテーマ（単元）

で内容や展開を個々に応じて変化さていこ

うと計画した。しかし、個々の訪問生の障

害実態や生活年齢（６歳～10 歳）、学習回

数（週２回～３回）の違いを改めて痛感し、

高学年のＳ君と低学年の２人は別の教育課

程・年間計画にすべきだったかもしれない

と悩んでいる。迷い、悩みつつではあるが、

自然の草花を持ち込む等して、屋内（ベッ

ド上）での生活が中心となる子ども達にも

四季の移り変わりと１年のサイクルが感じ

られるようにし、その中に学校行事を織り

込み、学校とのつながりも意識できるよう

に年間計画を作成した。 

 

５ 障害の重い子どもにとっての「あそび

（教材・教具）」や「文化」とは   

（１）「ぼく、できるよ」「ぼくに任せて」

と思える力を育むために   

 移動場所（空間）や活動時間、集団活動

に制限が多い訪問生がより豊かに「あそぶ」

ために、どのような活動をどのように繰り

返し積み上げていくのか、年間計画の中で

系統的な活動計画を作るだけでなく、小学

部６年間（できれば高等部卒業までの 12
年間）を見通した教育課程作りが重要であ

る。その上で、個々の子どもに応じた教材・

教具を吟味し、「自分がやった、自分でで

きた」という実感を積み上げていきたい。 

 また、関係教職員や家族と連携して、訪

問生同士や通学生と共通する学習の中で役

割を担ったり、家庭でのお手伝いなどを子

どもに経験させる工夫もしていきたい。そ

のためには、「どんなことがしたいのかな」

と子どものねがいを探り、「こんなことは

できるはずがない」と決めつけず、子ども

の力を信頼して任せることが必要ではない

だろうか。 

 

（２）「文化を伝える」という視点 
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 （１）で述べたようなことは、リラクゼ

ーション中心の教育課程、授業計画の中で

は達成し難いと考えている。教科（教科的

学習）を「科学・芸術・技術などの人類の

文化遺産を、教育内容として体系的に編成

したもの(*1)」と考えれば、それを広く「文

化」ととらえ、障害の重い子ども達にも「あ

そび」を通して伝えていくための努力をし

なければならない。 

 私達は、「良い教材（教具）があれば、

もっと子どもが遊べるのに」とか「豊かな

文化を伝えるためには、一流の人の演奏や

表現を経験させなければ」と思いがちであ

る。しかし、子どもが願っているのは大好

きな家族や先生（できれば友だち）と「一

緒に遊ぶこと」で、教材や教具はその楽し

さを深めるための「手段」ではないかと思

っている。また、「文化」とは特別なもの

ではなく、日常生活の中にある「知恵」や

「楽しみ」を、「人から人へと直接伝える」、

当たり前のことではないだろうか。 

 昨年、教育目標で最初にあげる項目は

『「生きる意欲」を育む』ことではないか

と考え、実践報告の中で以下のように記し

た(*2)。 

 『重症児の教育において、「体調の安定」

は必要不可欠である。しかし、それは医療

的な手だて（与薬等）や環境的な保護（体

温調節や移動の制限等）だけではなく、「楽

しい」「もっとやりたい」と思う、子ども

の「意欲」を育てることも含まれるのでは

ないだろうか。Ａ君の場合、学習を含めた

一日の流れや、学期ごとの行事への見通し

が持てるようになってきたことが「生きる

意欲」につながり、体調や生活リズムの安

定に結びついたのではないかと考えてい

る。』 

 子ども達、そして私達も、「人はパンの

みにて生くる者に非(あら)ず」だと思って

いる。大好きな人が楽しそうに生き生きと

伝えてくれること（子どもの体調が悪くて

抱きしめることしかできない時は、案じな

がら抱きしめてくれるその人の肌の温も

り）が、子ども達の心を揺さぶり、その「心

の揺れ」が、障害の重い子ども達の生きる

意欲につながるのではないだろうか。そし

てまた、心を揺らす子ども達の姿が、実践

を通して共に生きていく意欲を私達にも与

えてくれるのだと感じている。 

 

＜引用文献＞ 

*1 京都府立丹波養護学校(1984) 教育課

程編成のあゆみ，丹波の教育６号，pp11 

*2 長島康代（2012） 重症児が地域で暮

らし学ぶ～在宅生活の超重症児 6 年間の訪

問教育，障害者問題研究第 40 巻第２号，

pp133 
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第6分科会「施設入所者の教育」 

■共同研究者まとめ 

河合隆平 

全国訪問教育研究会副会長・金沢大学 

 

１．はじめに 

 参加者が9名と小規模であったが、じっくり討論す

る時間を確保することができた。施設・病院訪問を担

当する教員のほか、保護者の参加があった。2 本のレ

ポートに即しつつ、各人が抱える問題を出し合いなが

ら、施設・病院に暮らす子どもたちへの訪問教育の課

題について討論した。 

 

２．レポートの概要 

 杉本一美さん（富山総合支援学校）からは、今年度

から富山県でスタートした就学免除者の受け入れにつ

いて報告があった。施設に入所する60代の方3名を対

象に、小学部と中学部で2年間という非常に短い時間

で学習を保障する困難さはあるが、学習に参加するな

かで生き生きとした姿を見せていたのが印象的であっ

た。 

 横尾澄子さんは、病院に入院する高等部生徒への訪

問教育について報告された。生まれてから長期の入院

生活が続くA君にも、思春期を迎えて「ひとりになり

たい」という要求が芽生え、そのことを積極的に受け

とめながら、卒業後の生活づくりにつながる活動や進

路指導のあり方を考えるものであった。 

 

３．あらためて就学猶予・免除問題とは何か？ 

 就学猶予・免除障害者については近年、青森、富山

で受け入れ事業を開始し、来年度から石川でも受け入

れが開始予定である。しかし、本来9年間の義務教育

年限を2年間（小学部と中学部１年ずつ）に短縮する

傾向にある（石川では中学部1ヶ月、中学部1年！）。

養護学校義務制実施の 1979 年度時点にも同様の対応

があったこと、高等部訪問教育実施の際にも学齢超過

による切り捨てがなされたことを思い起こせば、きわ

めて安上がりで形式的な対応といわざるを得ない。何

よりもこの問題が、残された人たちの問題ではなく、

障害のある場合の教育権保障にかかわる根本的な問題

であるということ、そして青年・成人期を迎える障害

の重い人にも教育年限延長の要求を広げていく課題に

もつながるということを認識する必要があろう。 

 学校での学びが本人の生きる力や喜びにつながり、

家族の喜びを生み出すことはレポートでも確認された

ところであり、そうであるがゆえに本人が生きてきた

歴史と誇りを最大限に尊重し、人生の主人公として豊

かに生きることを支える学びが保障されなければなら

ない。分科会でも、生きることの楽しさだけではない、

悲しみの感情を受けとめることも教育の課題ではない

かと話し合った。 

 夜間中学で重度の障害者を担当した経験のある参加

者からは、一人でも多くの希望者を掘り起こすことの

重要性が語られた。高齢を理由に就学をあきらめる保

護者・家族も少なくないが、この間、佐賀では、中学

部を卒業した学齢超過者のために高等部訪問学級を新

設するという動きもみられた。学校の内外において本

人の学ぶ姿や教育の意義を積極的に発信していくこと

が、要求の掘り起こしや条件の整備・拡大には不可欠

である。今後、より若い世代の保護者も巻き込みなが

ら、「あきらめない」「次につなげる」取り組みを進め

ていく必要がある。 

 

４．生活づくりにつながる学びと支援 

 学齢超過者に対しては「今さら教育なんて」という

声がつきまとう。しかし、それは障害の重い子どもへ

の＜教育＞の役割をめぐる今の状況にも通じる問題で

ある。毎年、学校への介護職導入が話題になるが、介

護や医療とは区別される教育固有の役割をどう考える

か。討論でも、「できる」「できない」という表層的な

見方や「重度だから」との決めつけを避け、子どもが

値打ちのある文化を受けとめようとする力やかれらの

感情、思いを読み取る教師の眼が大事ではないかと確

認し合った。授業を通じて子どもが好きなものがみつ

かり、それが保護者のかかわりの糸口にもなったとい

う話も出された。 

 子どもがぐっと気持ちを向けたり、意欲的に取り組

めるような活動やモノを見つけることが、限られた環

境ではあっても、人とのかかわりを広げていくことに

もつながるであろうし、医療のかかわりが濃厚な生活

環境において「もっとやりたい」と自ら意欲的に生活

しようとする気持ちや経験を大切に育むこと自体が、

施設・病院に入所（院）する子どもたちの卒業後の生

活づくりや進路指導の基盤になるのではないか。レポ

ートにも「A 君にとっては、病院もひとつの地域」と

あったように、施設・病院のなかに地域をつくり出す

ことが追求されるべきだろう。それは、子どもを中心

に、かれらが自分らしく生活することを支え、共有で

きる人とのつながりをつくる取り組みとも言えるし、

障害の重い場合の自立の具体的なイメージにもつなが

る。病院との連携・協働を前提としつつ、学校・教師

が子どもにかかわる人や資源をコーディネートするこ

とが課題となろう。 
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第６分科会「施設内の教育」 

■発表レポート 
６９歳、６６歳、６５歳の小学生 
 ～学齢超過者への訪問教育～ 

杉本 一美 
富山県富山総合支援学校 

 
１．富山総合支援学校の訪問教育について 
  平成１０年、今回の学齢超過者が入所して

いる重心障害児者入所･療養介護施設（現在の

入所者枠５７名・短期入所枠２名）が開所し

た。そこでの学齢児訪問教育の実施に伴い、

本校における訪問教育が開始された。またあ

わせて在宅の訪問教育も他校より引き継いだ。 
今年度から学齢超過者の訪問教育が実施さ

れたことに伴い、本校では、学齢超過者小学

部６年生３名、学齢者中学部２年生２名、高

等部２年生１名、３年生２名の８名の児童生

徒が訪問教育を受けている。内訳は施設訪問

（小学部３名、高等部１名）、在宅訪問（中学

部２名、高等部２名）である。 
以前は学部と別に「訪問教育部」として独

立した形であったが、平成１９年度より訪問

教育は各学部のなかに位置づけられ、訪問担

当教員は担当児童生徒の授業以外は、校内の

各学部の授業に出ている。学部を超えての訪

問担当者間の補欠は行っていない。 
２．学齢超過者の受け入れについての経過 
平成２３年度 
○支援団体からの不就学者の教育の要望が検討

され、２年後の平成２５年度から実施するこ

とが決定。 
平成２４年度 
○８月 第１回学齢超過者訪問教育準備委員会

発足 
○１０月 県教育委員会と該当校教頭により宮

城県の先行実施県２校（光明支援学校、西多

賀支援学校）の視察 
○２月末 ２５年度からの本校とふるさと支援

学校（重心障害者施設及び重症心身者病棟の

訪問教育をすでに行っている学校）での学齢

超過者の訪問教育の決定 
○３月初旬 第Ⅰ期の本校受け入れ枠は小学部

６年３名程度、ふるさと支援学校は６名程度

と示された。 
○３月中旬 
・第Ⅰ期の募集受付 本校には１３名の応募が

あった。 
・該当校により、施設職員付き添いの上で本人

との教育相談 
・該当校の報告を受けて、教育委員会にて選考

編入学者の決定 
 
３．学齢超過者の教育課程 学齢児と同じ教育

課程で以下の通り 
小学部 自立活動、生活単元学習（国、音、図） 
中学部 自立活動、生活単元学習（国、音、美） 

 
４．今年度の対象者  
A さん ６９歳 Ｈ１０．４施設開所とともに

入所。それ以前に病院での療養経験あり。 
B さん ６６歳 Ｈ１３施設入所。それ以前は、

在宅。 
C さん ６５歳 Ｈ１０．７施設入所。それ以

前に病院での療養経験あり。 
☆３名とも肢体不自由、経口摂食、視覚、聴覚

はほぼ良好。（1 名は右目白濁。） 
＊年齢は２５年４月１日現在 

 
５．授業について 
（１）授業回数・授業時間など 

・週３回 火、水、金の午前中に授業を実施 
・１回に２校時行う。（小学部４５分×２、中、

高等部５０分×２） 
※ 本校から施設まで車で片道約４０分 

（２）指導形態 
・学齢児（高３）１名、学齢超過者３名の訪

問教育生が、教員４名が付いての集団学習

と個別学習を組み合わせた学習を行ってい

る。 
（３）授業内容 

・未学習なことと、今までの生活経験を生か

したこととのバランスを考え、「音楽的な活

動」「栽培・観察」「お話の読み聞かせ」を

集団活動の大枠に据えている。 
・学校でしか経験できないことの、式典や運

動会などの学校行事を生活単元学習の内容

とし、他に季節的な「おたのしみ会」を学

期末に入れた。 
・偏りなく学習できるよう、下記のように曜

日毎に集団学習の時間を設定し、計画的に
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取り組んでいる。 
※ 個別学習は同じ部屋の４か所に分か

れて担当者とマン・ツー・マンで、１５分

から３０分程度実施。 
＜集団活動の内容＞ 
①「ふれあいリラックス体操」や「みんなの体

操」など 
②音楽活動（歌、楽器遊び、合奏、手遊び、鑑

賞） 
③お話（読み聞かせ・内容の疑似体験（（触って

実感、体感）） 

⑤栽培観察（種まき、水やり、観察記録、関す

るクイズ） 
⑥季節行事（運動会・七夕・学園祭・クリ

スマス・お正月・節分・ひな祭り・式典

など） 
⑧粗大活動（パラシュート、ミニトランポ

リンなど） 
＜個別学習の内容＞ 

  ⑦散歩、④個に応じた作品制作活動、手遊

びなど 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜行事単元＞ 

 詳細 時期・内容 

式典関係 編入学、始業式、終業式、卒

業式 
・校内にあわせて、施設内で実施。 

運動会 運動会 ・校内の運動会の時期に合わせて少し早

めに取りかかる。いろいろな国旗の作

成。訪問教育でまとめて校内に展示。 
・施設での運動会は２日間に分けて実施。 

交流関係 小学部との交流（学部集会） 
近隣小学校との交流（７月、

１１月） 
 
校内学部間交流（じゃんけん

交流会） 
7 月、12 月 

・学期末の集会でビデオ紹介など、間接

交流 
・小学部が交流するときにあわせて作品

制作などに取り組み、掲示してもらう。 
・校内にあわせて実施。校内と同様のメ

ダルを５枚作成し、一部は校内で代理

教師に預けて参加。残りは施設内で使

用。 
夏の登校日 夏期休業中 ・夏期休業中 ２日間 

所属学部や新採の教師と同行訪問 
・水遊び（入水できる人・今年度は雨天

で実施できず） 
・室内ゲーム（入水できない人・雨天時） 

学園祭 学園祭作品展示、ステージ発

表 
・校内の時期より少し早めに取りかかる。

訪問教育でまとめて校内展示のほか、

小学部共通作品は小学部に掲示 
・ステージ発表に BGM 演奏と顔写真パ

ネルで間接参加 
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修学旅行 疑似体験 ・校内の修学旅行の時期（今年度は学齢

児にあわせて、ディズニーランドのア

トラクションの疑似体験） 
作品出品 校内「歯と口の衛生週間」「読

書週間」 
校外「富山市心身障者作品展」

など 

・校内にあわせて制作実施し、校内掲示 
・通学生と一緒に学部毎に募集、掲示 

卒業生を送る会 小学部卒業生を送る会 ・校内の所属学部で、間接参加の予定 
 

＜季節行事単元＞ 
七夕やクリスマス会、節分、ひな祭り。（一部

小学校交流やゲームやカラオケなどもその中で

行う。） 
 
（４）授業及び児童の様子  

・３名とも、初めての学校としての活動を楽

しみにしており、喜んで活動している。 
・決まった流れで行う「始まりの会」は、見

通しをもつようになり、１学期過ぎた今、挨

拶や当番の活動がスムーズに行うことができ

ている。当番の活動ができたとき全員笑顔に

なることが多い。 
・どの集団活動もおおむねよい表情で参加して

いる。運動会の行事単元においては、３週間

ほど毎日少しずつ繰り返し行って競技練習な

どをし、校内の予行練習の音を録音してそれ

を聴きながら施設内で運動会を行った。練習

の成果を生かしつつ「いつもとちょっと違う

＝本番」を意識してはりきって活動した。 
・A さん C さんは、運動会の単元のときから、

一緒に授業をする他の児童生徒の様子をよく

見るようになった。B さんは一緒に勉強する

教員を「先生」と意識しており、マイペース

ながらも、おおむねどの教員の言葉も聞いて

反応し、活動できるようになった。 
・３名とも自分の担当者を強く意識している。

特に A、B さんは自分の先生が集団での授業

の T１として動くときには、ずっと担当者を

目で追っており、そばを離れると不安な顔に

なったりすることもある。 
 
６．施設職員・ほかの利用者の反応 
・施設内の授業場所前の掲示板に作品や通信を

貼らせてもらっている。その掲示物を職員、

利用者さんともよく見ていただいている。中

には、新しい通信や記録を素早く見つけ、新

しい物を貼ってあることを職員に教える利用

者さんもいるようである。 
・施設職員との１学期末の連絡会でも、「授業を

受けることになった３名とも学校を大変楽し

みにしており、学校での教育効果が他の場面

でもみられている。」「高３の生徒にとっても

よい刺激であり、昼夜逆転が減った。」「学齢

超過者訪問教育が始まって、施設内が明るく

なった。職員、利用者さんともである。」「順

番待ちの人たちも、楽しみにしている。」「A
さんは学校で作った作品やカレンダーをベッ

ドに貼っているので、A さんに声をかけてく

れる職員が増えている。」など、大変好意的な

意見をいただいた。 
 
７．後見人（保護者）さんの様子 

３名とも父母は既におらず、兄弟もしくは甥

が後見人となっているが、学校としては所謂保

護者として接している。加齢などのため今まで

施設への来所が遠のいていた後見人さんが、学

校が始まってから月１回程度来所されるように

なり、連絡帳を読んで返事を書いてくださるよ

うになったと施設職員から聞いた。施設の遠足

には３名の後見人さんが全員参加され、各担当

者が授業についての様子をタブレット型端末の

画像で知らせたり、個別の教育支援計画・指導

計画の面談を行ったり、教材費の集金をした。

また１学期末の懇談会でも話をすることができ

た。学校の行事には移動の問題もあり本人は直

接参加できないが、１名の後見人は、学校の学

園祭にも足を運ばれ作品鑑賞されていった。 
３名の後見人さんとも、教師の一対一の対応

に喜んでおられ、学校教育を受けて本人が笑顔

になったり、できるようになったりしたことを

喜んでいる。楽しく活動している一方で、2 年

間の学校としての生活が終わった後の生活を危

惧し、懇談で「楽しい学校での時間を、卒業後

にもてあますのでないか。」と話される方もいた。 
 

８．学校との交流 
また、施設訪問の担当教員以外の教員にも、

活動の様子を知ってもらいたいと思い、活動の

様子を知らせる通信を学校に掲示したり回覧し

たりしている。通信は活動の 3 人の様子が分か

るように画像を中心にしている。通信を楽しみ
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にして感想を書いてくださる教員もいる。 
学校の小学部児童との交流を図りたいと思い、

学部集会で学齢超過者の３名の様子をスライド

で紹介した。活動の写真に音楽活動での合奏の

ビデオを流したところ、どの児童もほぼよく見

ていた。「これからも写真やビデオで交流したい

けど、みんなのビデオをも見せてもいいです

か？」と尋ねると「はーい。」と返事が返ってき

た。その後、ミュージックケアや学園祭のステ

ージ発表などの小学部のビデオを施設で見せた。 
今後も、作品展示・ビデオなど交流の方法を

工夫し、直接会わなくても触れ合えるように交

流を進めたい。 
 
９．成果と課題 
（１）授業について 
・施設訪問は以前から行われていたため、OT

を含めた職員との信頼関係もある程度あり、

連携してスタートできた。（今年は自分を含め、

昨年度同施設の訪問教育担当教員３名と以前

在宅訪問経験者の教員１名の４名で、施設訪

問を担当） 
・学齢超過者３名と学齢児１名が集団学習を行

うことで担当教員が協力しあって、いろいろ

なアイデアを出し合って授業を進めることが

できた。 
（２）校内職員への啓発 

学齢超過者の訪問教育の決定は突然の感が

あった。そのため学校の教職員への周知や準備

はないに等しい状態でのスタートであった。教

職員の多くは前年度末の職員会議に初めて学

齢超過者の訪問教育開始、編入生があることを

知ったくらいである。小学部では、保護者配

布・施設掲示用の通信の回覧を行ったり、学部

会、成績会議などで話したりしている。夏期の

出張報告会で「訪問教育」「学齢超過者」につ

いての情報の提供も行った。少しずつ理解が進

んできていると思う。 
また今の３名は来年度中学部に編入すること

を希望している。また学齢超過者がまだ多数お

り、この後しばらく学齢超過者の訪問教育が続

くと思われる。これまで以上に学校全体への周

知が必要である。 
（３）個別の教育支援計画について 

個別の教育支援計画は、県で作成した統一様

式のものである。学齢超過者についても同じ様

式である。先進校では、学齢超過者の学校・授

業の意味を「自立的な入所生活を支え、各自の

ＱＯＬを高める。」こととし、その学校独自の

様式を作成していると聞く。本人に一番関わっ

ている施設職員の願いや思いが記載できるよ

うに実際の学齢超過者の生活実態に即した個

別の教育支援計画になるような様式について

考える必要がある。 
（４）来年度の学習形態・内容 

来年度は、小学部６年生と中学部３年生の学

齢超過者がともに学ぶことが予想される。編入

学式、運動会を始め学校行事は、中学部３年生

は一度経験した活動であるが、小学部６年生は

すべてが初めてである。施設内の利用できる場

所や、生活時間を考慮して、学部毎に集団学習

を行うのか、６名が一斉に学習を行うのか、ど

ういう形での集団学習を進めていけばよいの

か考えていきたい。 
これから入学する人の障害や状態、興味関心

によっても授業で取り上げる内容が異なってく

る。 
どの形態で学習するのかと合わせて、この一

年の活動を基本にして次年度以降の内容の選択

については一層検討していかなければならない。 
（５）後見人（保護者）との連絡・連携 

今年はどの後見人さんも学校に理解があり、

面談の機会を多くもつことができた。しかし、

後見人が県外にいる施設利用者もおり、今後編

入学してくる方の保護者と学期に１回の面談が

難しいことも考え、そういうケースの場合、懇

談、配布物、集金などの扱いの検討が必要であ

る。 
（６）卒業後の生活を見据えて 

２年後には学校から完全に卒業となる。楽し

い２年間が終わって、現在のきらきらした笑顔

が見られなくなる状態になるのでは危惧してい

る。一人の後見人さんから「隣に職員がいなく

ても、一人で作品作りができるようにならない

か。」と相談された。学校教育の成果をそれ以降

の生活に生かすこと、卒業後のアフターのあり

方も含めて次の課題であると考える。２年間で

できることは限られているが、担当者で知恵を

出し合いできることを探して取り組んでいきた

い。 
学齢超過者の訪問教育は、校内の生徒の将来

像であると最近痛感することが多い。学齢超過

者の取り組みや問題を訪問担当者から、学校全

体に広めるように働きかけていきたい。 

36



第５分科会「病気療養児の教育」 

■共同研究者まとめ 

猪狩恵美子 
福岡教育大学 

 
今回は、レポートは 1 本であったが、病院訪問

担当者のほか特別支援学校（病弱）本校（以下、

本校）、分教室担当者等幅広い参加があり、慢性疾

患の子どもに関わる様々な場での実践と教育条

件・課題を学び合う機会になった。入院期間の短

縮化が急速に進むなかで、情報や実践の蓄積があ

る本校・分教室のセンター的役割の重要性を確認

するとともに、多様な教育の場の必要性と復学支

援について、具体的な実践例を通して深めること

ができたといえる。 
 
１．滋賀県の病弱教育の場と特徴 
はじめに、滋賀県の病弱教育システムが紹介さ

れた。病弱教育の制度は自治体によって異なり、

わかりにくいのが特徴である。病弱教育の基本型

（本校・〃分教室・特別支援学級《院内・校内》）

のほか、滋賀県独自に、入院中の県内小・中学校

の児童生徒を対象とする「巡回訪問指導教員派遣

事業」がある。また、小・中学校保健室からみた

子どもの健康問題も報告された。県内の病気の子

どもの実態把握と教育に対する提言等、積極的に

センター的役割を果たしてきた守山養護学校なら

ではの報告であった。自治体全体を把握して現状

分析を進めることも重要なセンター的役割だとい

える。 
また、本校・分教室は教育条件の優位性だけで

なく、２．で述べる実践を通して、子どものいの

ちと発達を守る医療と教育の質の高い連携協働の

条件があることが再確認された。しかし、入院先

の分散化と入院期間の短縮が避けられない動きと

なっている現状で、本校・分教室だけでなく、多

様で柔軟な教育の場・形態を探ることも求められ

ている。その際、要となるのは本校や分教室のセ

ンター的役割の確保・充実であることを押さえて

おきたい。 
 
２．分教室の実践から学ぶ 
大津分教室は、養護学校本校から分校、さらに

大津分教室に縮小してきた経過がある。教室環境

としてはきわめて不十分な教育条件ではあるが、

「小児科病棟のなかの学校」であることの意味は

大きい。ここでも短期入院が増え、児童生徒の疾

患も変化し最近は脳血管系が増えてきている。レ

ポートでは、脳幹梗塞の児童が、意志が伝わらず

いらいらを感じながら意欲が弱まっていた状況か

ら、回復して地元校に戻っていった過程が報告さ

れた。リハビリテーションと連携した病院内教育

だからこその取組である。ともすれば重篤な状態

から安静第一となりがちな事例だが「病室だけで

ない、教室に来るという変化の大切さ」と「学校

そのものがもつリハビリ機能」が提起された。「も

とにもどすではなく、一から積み上げ」るという

視点で、「できる」「できない」ではなく、子ども

の気持ちをていねいに読み取っていく過程をぜひ

学びたい。子ども自身の「できない」葛藤を受け

止め、積極的な教材・教具の工夫で個に応じた指

導を進めるとともに、制約の多い学習環境のなか

でも、集団での学習・行事を大切にしている。ま

た、リハビリと学校が連携して取り組めている環

境（分教室）は、緊密な情報交換による子どもた

ちを真ん中にしたトータルケアの実際を示してい

るが、チームの一員としての学校・教師の力量が

形成され、発揮されている点が重要である。体調

を優先にしつつも「時間割調整により回復に見合

った学習時間を広げるのは担任業務」という位置

づけにみられるように、教育としての専門性が的

確に発揮され、リハビリとまさに「協働」してい

る。 
院内での実践をふまえて、ていねいに取り組ま

れた復学支援では、特別支援教育支援員も確保し

た。復学支援は病弱教育の重要な役割であり、地

元校との連携が求められるが、担任教員の努力に

委ねるだけでなく支援員が確保できたことは、復

学支援のあり方を考えるひとつの教訓になるだろ

う。 
「他の病院に搬送されていたら・・・」という

不安に象徴されているが、どこに入院しても最善

の「医療と学校」が用意されるよう、病弱教育の

実践と発信を進めていく必要がある。 
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第 7分科会「病気療養児の教育」 

■発表レポート 

病気の子どもたちにとって学校のもつ意味は 

～病弱養護学校のとりくみから～ 

山中 治美・青木 美弥子 

滋賀県立守山養護学校 

 

１．はじめに 

（1）滋賀県における病弱教育の概要 

①病弱養護学校：２校 1 分教室【病院併設１校１分

教室・施設併設１校（情緒障害児短期治療施設）】 

 滋賀県には，通学制度のある病弱養護学校はなく，

入院や施設入所が就学の条件になっている（守山養

護学校：滋賀県立小児保健センター入院の小中学生

対象，大津分教室：大津赤十字病院入院の小中学生

対象）。守山養護学校には高等部は設置されておらず，

大津分教室のみ，通信制高等学校の協力校として対

応しているという状況にあるが，近年は入院期間の

短期化に伴い，対応事例がない。 
なお，県下にもう 1校，情緒障害児短期治療施設

「さざなみ学園」に隣接の鳥居本養護学校がある。

子ども家庭相談センターが措置をした児童生徒のみ

を対象としており，小中高校生が在籍する。 
②病弱（院内）学級：小学校 7学級 中学校 1学級 
転入の対象となる入院期間が，それぞれの市町ご

とに異なっており，独自の対応をされている。児童

生徒の入退院により開閉設される。そのため，正規

教員を配置していない学校では，その都度臨時講師

を任用する形をとっており，講師の確保が難しい場

合は，結果的に教育対応できる期間が短くなる場合

がある。特に中学校では，教科担任制になるため教

科教員確保の問題や時間割編成上の問題から，院内

学級の設置が難しい状況にある。 
③身体虚弱学級：小学校 22 学級 中学校 5 学級

（2013.5.1現在） 
就学指導の段階で，身体虚弱学級への在籍がふさ

わしいと判断された児童生徒の入学等により，学級

が設置される。新設学級の開設については，市町教

委の判断が重要になる。一人学級の場合，入院等で

転出してしまうと学級が閉級になることがある。通

常の教育に準じた教育がなされるが，学習内容によ

っては，通常学級との交流を行うなどして，個々の

実態に合わせて対応している。 
④病弱教育巡回訪問指導教員派遣事業※（滋賀県独

自の事業） 
病弱養護学校や院内学級のない病院に入院する小

中学校児童生徒に対し，県教育委員会から教員を派

遣するという制度。学籍を異動せずに対応する。週

３回，１回２時間を標準とする。平成９年の事業開

始当初は中学生に対しては国語・数学・英語の３教

科対応であったのが，’04 年度 11 月から社会・理科

を含めた５教科対応となった。’10 年度より，長期

間入院する生徒に対しては，対応時間を最大 12 時

間に増やすという改善がなされている。  
⑤通常学級における病気の子どもたちの実態 
通常学級に在籍する子どもたちの中にも，様々な

健康問題を抱えながら生活している子どもが数多く

いる。病気の種類や程度は様々で，それぞれの状況

に応じて，校内で体制を組みながら日々の教育にあ

たっている。そういった子どもに対しては，担任を

中心に対応しながら，養護教諭が専門的な立場で支

えているという状況にある。 
 
（2）巡回訪問指導教員派遣事業※の現状 

①滋賀県が独自予算で行っている事業  

小学校担当２名，中学校担当５名（５教科）が，

県内の総合病院を巡回し，教科の補充をする。対象

は，『病院等（病弱特別支援学校または院内学級が設

置されている病院を除く）に入院しており，主治医

が学習可能と判断する県内公立小学校・中学校通常

の学級在籍児童生徒』（県ホームページより）とな

っている。特別支援学校や私学籍の子どもは対象外

である。 

②現状 

２週間以上の入院で対応するとしているが，Dr.

や病院によって２週間の捉え方が違い，対応にも差

が出ることがある。また病院や保護者が速やかに対

応しても，在籍校側が手続き等わからず，教育対応

の開始が遅れることがある。在籍校とは，学習に関

するやりとりは行われているものの，保護者とは日

常的なつながりを持ちにくいという現状にある（学

習中は病室を離れられる保護者が多いため）。 

 

２．守山養護学校大津分教室の実践 

「後天性脳損傷の回復プロセスに沿った教育的支援

のあり方 

～突然の病(脳幹梗塞)，残る後遺症と闘うおうくん

親子を支えるということ～」 

（1）おうくんの異変 

おうくんは，県内某小学校１年生の心優しい男の

子である。野球・サッカーなど，友だちと一緒に身
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体を動かすことが何よりの楽しみであった。２月末

日，業間休みにいつものように友だちと体育館で遊

んでいる時に，おうくんの脳に異変が起こった。立

ってはいるものの，目がトロンとし，友だちの呼び

かけに言葉が出ない。駆けつけた担任と一緒に職員

室に移動しようとするが，千鳥足状態で思うように

歩けない…救急車で市内にある総合病院へ搬送され，

その日のうちに専門医のいる大津赤十字病院に転院

となる。しばらくして右手が動かないことに気づく。

そのうち左手も動かなくなる…。今回梗塞が起こっ

た部位は，呼吸や意識を司る脳幹であり，四肢麻痺

（右側優位），顔面麻痺(左側の鼻唇溝)，嚥下障害を

引き起こした。命を守るため，脳の腫れを防ぐ保護

剤，血液をサラサラにするアスピリン，血管を拡げ

るワソランによる治療がすぐさま開始された。おう

くん親子の後遺症との戦いが始まることとなる。 
 

（2）大津分教室への転入 

寝たきりで，両手足ともに力の入りにくかった状

態から，身体は起こせないものの，大好きな仮面ラ

イダーのおもちゃを何とか左手で持つことができる

ようになったり，言葉は出ないが指さしができるよ

うになったりと回復の兆しを見せつつある頃（入院

２週間目），病棟より教育対応の依頼があった。表情

が乏しく，周りに思いが上手く伝わらないというス

トレスを抱え，涙することが多いと聞くおうくんに，

我々教師ができることは何か，試行錯誤のスタート

となった。 

ベッドサイドの学習 40 分からのスタートであっ

たが，3 学期の修了式の日に，初めて 1 時間だけ登

校の許可が下りた。車椅子に乗るのがやっとの状態

で，表情もまだ乏しかったものの，病室とは違う空

間への移動は，おうくんの目を輝かせた。またこち

らが用意した１つ１つの活動に意欲の高まりが感じ

られ，改めて学校(分教室)という空間で授業を行う

大切さに気づかされることとなった。 

 

（3）おうくんの実践 キーポイント 

①急速な変化（回復）への対応…指さし・文字盤か

ら発語を促すアプローチへ 

発声が難しかったため，まずは，指さしによるコ

ミュニケーションに取り組んだ。特に 50 音の文字

盤を使ってのしりとりでは，『ス・ラ・イ・ム』『し・

ず・く』など頭に浮かんだ言葉をこちらにしっかり

指で伝えることができた。文字盤の扱いにも慣れて

きたこともあり，文字盤も利用しつつ，今後はイン

テリキーを用いてパソコン入力を行い，もっと楽に

思いを表出できるようにと考えていた矢先，使用開

始からわずか 3 日で文字盤を使いたがらなくなる。

文字盤を出してもそっぽを向いたり，時には手で払

いのけることも。父母，病院スタッフ，分教室スタ

ッフ…全てのやりとりで文字盤をいちいち指さして

伝えなければならないという，その行為自体が煩わ

しくなったのであろう。おうくんの気持ちも十分理

解できた。聞き取りにくい発声ではあるが，父母に

言葉で伝えようとする姿が出始めていた時期でもあ

ったので，文字盤やインテリキーでのやりとりは中

止し，急遽発語を促すアプローチに変更。声量も少

なく，聞き取りがかなり難しいこの段階で，おうく

んの発語に頼ったやりとりを行うことは，こちらが

うまく聞き取れない場合，おうくんとの関係性の構

築にも支障をきたす可能性があり，迷いもあった。

しかし “思いが伝わった！”と感じてもらえること

こそ，おうくんとの信頼関係を構築していく上で大

切なのではないかと思い直し，言葉によるやりとり

をスタートさせた。「こういう言葉を発しているはず」

とまずはこちらが予測可能なやりとり(マグネット

シート付き漢字カードの学習など）からスタートし，

本人の好きな野球や仮面ライダーの話へと発展させ

た。その結果，約 10 日間で質問に対して声を絞り

出して単語で答えていたレベルから，ゆっくりでは

あるが自分の聞きたいこと，話したいこと（「楽しみ

にしていた！」「点滴ぜんぜん痛くなかった！」など）

を自ら言葉で伝えるようになり，周りを驚かせた。 
②学習時間の保障 →リハビリや鼻注時間をぬって

の時間調整 

おうくんの一日のスケジュールは大変ハードなも

のであった。PT，OT，ST のリハビリに加え，毎食

後の鼻注への白湯通しも含めると，1 時間以上のフ

リーの時間を見つける方が難しく，これらの隙間を

ぬって学習空白を埋めていかねばならなかった。ま

ずは午前中じっくりと分教室で学習できるよう，主

治医を通してリハビリスタッフにリハビリ時間の変

更（早朝と放課後への変更）を願い出た。また白湯

通しの時間には“宿題を見る”という名目で学習時

間を確保し，シャワー時間も下校後に変更してもら

えないかと病棟へも無理を言って協力を仰いだ。結

果，ようやく学年相当の学習時間を確保できた。  
治療やリハビリなどの合間をぬって，本人の身体

への負担を増やすことなく学習時間を保障していく

ということはたやすいことではない。おうくんの様

子をこまめに伝え，主治医やリハビリスタッフ，病

棟スタッフの理解を得ながら時間調整を行い，おう

くんの現状に見合った学習時間を保障していくこと

は，担任業務の大きな役割の一つである。逆に言え

ば，こちらからアクションを起こさなければ回復状

態に見合った学習時間の保障はできないということ

でもある。 
③脳や運動機能の回復の一助となるような取り組み 

→自立活動や休み時間等の有効活用 
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ダメージを受けた部分に刺激を与えることは，リ

ハビリ室でしかできない訳ではない。機能回復に関

することを全てリハビリ科のスタッフに任せるので

はなく，専門家の意見を聞きつつ，学校生活の中で

きることは積極的に取り組んだ。両手を使う必然性

のある紙粘土や「ひねもす」の活動，空間認知や記

憶に働きかけるボードゲーム，調理，ピアニカ演奏

等の活動は機能回復の一助を担ったと考えている。 

④脳のダメージ，それとも？ 

学年相当の教科書による学習が可能であったおう

くんだが，書字や計算については転入当初からつま

ずきが見られた。ドリル的な学習で何とか発症前の

力に近づけたいと，繰り返し取り組んではみたが，

定着するまでに至らず，またおうくんも計算などす

っと答えが出ないもどかしさから，ふざけてごまか

してみたり，時にはイライラしてそばにいる母に感

情をぶつけるなどの様子を見せていた。相談した分

教室スタッフより「元に戻すという発想ではなく，

もともと弱さもある子だから，一から積み上げてい

くという考え方に立った方がよいのでは？」とのア

ドバイスを受ける。目からウロコの一言で，気持ち

がすっと楽になったのを覚えている。そこからは，

A の今の力に応じた手法で，文字通り“一から積み

上げていく”ことをめざし，取り組みを進めた。書

字については，ひらがな一文字が浮かばないという

ストレスが，インテリキーを使うことで軽減され，

作文の活動にも生き生きと取り組めるようになった。 
 

（４）家族を支える～親同士のつながりの大切さ 

おうくん母は，いつも前向きで献身的な介護をさ

れており，おうくんがどんな状況にあっても「命が

あっただけでありがたい！」と弱音を吐かれること

が全くなかった。そんな母も，おうくんが生命の危

機から脱し，発症前の姿に近づいてくると復学への

不安が一気に高まった様子で，以前在籍していた小

脳出血の小 2の男児 Kくんについて「同じ時期の K

くんの注意集中の具合は？」「今は歩いて登校でき

ている？」など様子を尋ねてこられるようになる。

そこで同じ脳血管障害の子を持つ先輩ママ（Kくん

の母）との接点を作ろうと，K くん母に相談。K く

んの母は快く相談相手になってくださり，150Kｍ離

れた母同士のメール交換が始まった。このやりとり

が，母の不安を軽くし，また今後の方向性も示唆し

ていただけたようで，予想以上の成果を得ることが

できた。親同士のつながりの大切さを改めて感じた。 

（５）復学に向けて ～医療＆地元校との３度のカ

ンファレンス～ 

２度目のカンファレンスで，Dr.より「再発の可能

性あり」という話が出たことで，地元校の不安が高

まる。安全面の不安（ハード面含）と体制上の問題

が浮上したため，“支援員”の必要性を Dｒ.ととも

にアピール。さらに 6/18仮登校の際には，様子を見

に来られた市教委の指導主事に，直接おうくんの実

態を伝え，支援の必要性を訴えた。嬉しいことに市

教委や地元校の理解が得られ，2 学期からの本格登

校に備え，夏休み中に地元校のトイレの改修工事が

行われ，9月より支援員も配置されることとなった。 

 

３．まとめ 

（１）実践を通して見えてきた分教室の役割～巡回

訪問指導との比較より～ 

①タイムリーな支援が可能（本人はもちろん，保護

者の不安にも即座に対応) 

②学習時間の保障（本人の病状に合わせて，関係機

関と時間調整しながら必要な学習時間を生み出す） 

③医療や地元校との緊密な連携（仮登校→カンファ

レンス→地域へつなぐ） 

④保護者同士をつなげる 

⑤学校行事の開催（レクレーション大会・文化祭な

ど行事を通して，“やればできる自分”を実感） 

⑥子ども同士の育ち合い 

⑦教師集団として子どもに関わる（子どもを多面的

に捉える） 

 

（２）私たちが大切にしたい教育 

①病気になったつらい気持ちを受け止めながら，励

まし子どもに寄り添うことのできる教育 

②病気についての科学的な理解を深め，厳しい治療

にも向き合っていける気持ちの蓄積を保障できる

教育 

③子どもたちの成長・発達にふさわしい，様々な文

化を享受・獲得できる教育 

これらを教職員（大人）,子ども（仲間）,空間（施

設）,教育課程（文化）を通して実現できる場が，病

気の子どもにとっての学校の持つ意味であると，お

うくんの実践を通して改めて考えることができた。 
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第 8分科会「地域での生活支援と教育～医療・教育・生活～」 

■共同研究者まとめ 

下川 和洋 
全国訪問教育研究会全国事務局・ＮＰＯ法人地域ケアさぽーと研究所理事 

 
１ はじめに 

本分科会は約５０名の参加者で、教員や保護者など

学校関係者の他、生活介護事業所や相談支援事業の相

談員など福祉関係者の参加者も見られた。地域福祉や

医療との連携に関わる本分科会の特徴が参加者の顔ぶ

れに現れている。 
レポートは、午前中に「地域の中での連携」をキー

ワードに「地域に根ざした自立支援教育」（村田久仁子）、

「チームＫ…在宅卒業生を支えるチーム」（西村圭也）

を、午後は「要医療的ケア児の支援」をキーワードに

「教育現場での医療的ケアについて思うこと、あれこ

れ」（柿木伸子）、「医療的ケアが必要な子どもたちの教

育保障」（能勢 肇）、の計４本で発表と討議を行った。 
 
２ レポートについて 

村田氏は、やわらぎ苑（旧重症心身障害児施設、現

「障害児入所支援（医療型障害児入所施設）・障害福祉

サービス（療養介護）」）での教育を施設内で完結する

のでなく、施設の外との繋がりを計画的に取り組んで

いる実践報告であった。西村氏は、訪問教育卒業生の

成人を祝う会に参加した顔ぶれの多彩さに驚かされた

ことから、彼の日常生活を取り巻く様々なサービスと

支援者の実情についての報告であった。 
柿木氏は、初めて接する重症児教育に対するとまど

い、校内における教員、看護師、保護者の関係の見直

しの取り組みなど経過を追った形での報告であった。

能勢氏の発表は、要医療的ケア児の通学保障を求めた

運動と行政の取り組みについての発表であった。 
 
３ 分科会討議のまとめ 

分科会討議のまとめとして、以下の２点を述べる。 
（１）地域生活支援と訪問教育 
障害者自立支援法は、いろいろな問題が指摘されて

いたが、「日中活動」と「居住支援」というように活動

と生活を分離してメリハリのある生活を求めていた点

は画期的であった。しかし、旧重症心身障害児施設等

では可能な限りという努力目標となり実質的に変化が

無い状況である。入所者にとって学校教育後の豊かな

生活をどのように考えるのか、施設と学校と地域が協

力して地域のリソース活用が進められることを願う。 
また、重症心身障害児の２／３は在宅で過ごされて

いる。その多くは家族介護という家庭への負担でなり

たっている。病院や施設にかかるコストを家族が肩代

わりしている面があるが、これを適切なサービスの創

設と利用によって変えていく過渡期にあると考える。

介護保険にはケアマネージャーがいるが、障害福祉分

野にはそれが無く、これまで基本は保護者がコーディ

ネーター役をしていた。ここにきて国は相談支援事業

を強化し、障害福祉分野にソーシャルワークが導入さ

れることになった。訪問して家庭の状況を知る立場に

いる訪問教育教師には、大まかな制度理解と具体的に

相談できる人への橋渡し役を期待したい。 
 
（２）キーワードは「合理的配慮」 
今、福祉も特別支援教育も大きく変わってきている。

福祉分野では2011年に障害者基本法が改正、2013年

に障害者総合支援法の施行や障害者差別解消法の制定

が行われた。教育では、2012年に「共生社会の形成に

向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別

支援教育の推進」がまとめられた。こうした動きは国

連の障害者権利条約批准に向けた国内法の改正という

大局的な理解が必要である。 
合理的配慮とは、障害者権利条約にある言葉で、「障

害のある子どもが他の子どもと平等に『教育を受ける

権利』を享有・行使することを確保するため、設置者

及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」「そ

の状況に応じて、個別に必要とされるもの」「設置者等

に均衡を失した又は過度の負担を課さない」と定義さ

れている（「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教

育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」）。

要医療的ケア児が教育を受けるために課題となってい

る通学手段の確保や看護師の配置と連携も当然配慮さ

れるべき内容である。 
 
４ 「愛」のある訪問教育を目指して 

マザーテレサの言葉に「愛の反対は無関心」という

言葉がある。討議の中で、能勢氏が「誰が、どこの部

署が責任を持っているのか明らかにしなければいけな

い」「気がついた人が声を出していかなければいけな

い」と話された。子どもや家族の困難や課題に気づき、

様々な人と協力して解決していく、そのような愛のあ

る訪問教育を目指していきたい。 
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第８分科会「地域での生活支援と教育－医療・教育・生活－」 

■発表レポート 

医療的ケアの必要な児童を担任して３年目に思うことあれこれ 
～保護者と看護師と担任が子どもを中心に思いを一つに～ 

柿木伸子 
滋賀県立三雲養護学校 

 
１．医療的ケアのことなんて何もしらない教師２

５年目 
 
２．本校学校看護師の現状 
 
３．何を置いても人との信頼関係つくりから。 
①＜保護者との関係つくり＞ 
＊ 医療ケア児童の保護者が抱える心の深いとこ

ろを知りたい。そのためには、やはり子ども

のことを自分が語れるようになることろか

ら！ 
・子どものことを語れるようになるために、日々

の教育実践でやってきたことは後段で述べる

として、まずは連絡帳で、表だけでは書ききれ

ず、裏までびっしりその日の子ども様子（体

調・発作の詳しい様子・覚醒状態など）をひた

すら観察して記録に残し、母に伝える。 
毎日真剣に違いを発見しようと見ていたら、い

つもとの違いはたくさん見える。 
・子どもの入院時は母との距離が近づくチャンス。

とにかく家庭のことを全部家族に任せて、病室

で子どもの回復を２４時間、数日待ち続ける母

の不安な心境に共感しながら、学校帰りに寄れ

るだけ寄って顔を見て話し込む。（指導体制の

許す時間に日中でも出張を遠慮なく主張して

行く。そしてその間、母が帰宅できるようにす

る） 
ここで家族のこと、母のしんどさ、今までの

子育てを全部聞く。ついでに自分のことも話

の間に挟んで話す。これは家庭やプライベー

トに割り込んでいるのではない。この子ども

たちを本気で支えるってことは、家族も丸ご

と支えたいという気持ちを伝えること。私と

いう人間はこんな人ですと知ってもらうこ

と。この人なら話してみたいと思ってもらえ

るように自分の弱さも情けなさも見せなが

ら・・ 

・通学保障出来ていないことへの怒りや矛盾の保

護者感情を呼び覚ます。「こんな重篤な子ども

は学校に通えないと思っていたから、通えるだ

けで十分です・・」と遠慮がちに語られる保護

者でしたが、ただでさえ生活介護負担が大きく

て重いのに、この上毎日親が送ってこないと学

校に通えない？それが無理なら訪問でいい・・。

その前提からして間違っていることを一緒に

考える。 
学校に通えば、こんなに重症な子どもらであ

っても必ず、多くの人との関係の中で経験を

積み重ね、力をつける！という自信と確信を

教師が持つ！そのことを保護者に伝え続け

て励ます。一緒に立ち上がってわずかでも現

状を好転させるよう前を向き続ける！この

母の思いが子どもに伝わるので、子どもは大

きな安心感に包まれるようになる。母が強く

たくましく社会に目を向けるようになると

必ず子どもに、好影響を与える。 
すべての保護者がこのように強い気持ちで

頑張れるタイプではないが、どこかにそんな要

素だったり、願いだったりを持っていると信じ

て、『慌てず焦らず諦めず』ゆっくり時間をか

けて向き合うようにしたい。また、強い心で我

が子の未来のために頑張ろうと思える保護者

であっても、四六時中常に高いモチベーション

を保てる訳ではない。家族のことや自分の健康

のこと、生きていれば不安材料は山ほどある。

一緒に共感しながら励まし続けることで、それ

でも頑張ろうとするお母さんたちの姿から、自

分も励まされる。 
保護者同士をつなぐのも教師の役割。 

前任校であった草津養護のようにＰＴＡ組

織が縦横にしっかりつながる仕組みがあれば、

親同士も自然に仲良くなり学校課題を共有し

て、大きな問題には多くの保護者がつながって

要望を一つに連帯出来るのだが、本校は近江学
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園という施設もあって保護者の大きな連携や

ネットワークが弱い。希薄すぎる・・。医ケア

保護者が年に数回、ランチをともにされるよう

になってきたが、場所を共有しているだけで

（そのことでも何もつながっていなかった３

年前より画期的ではある）要求を分かち合い、

ともに力を合わせて行政や県に思いを要請し

ていくだけの大きな力にするには、教師の支え

とつなぎが必要不可欠。保護者の要求が時間を

かけて温められて来て、じわじわと広がり、ゆ

っくりみんなで共感していけるようにアンテ

ナを張り続け、機を見ながら新しい保護者にも

声をかけていきたい。慌てなくても保護者の思

いは、保護者同士で高まりあうはず。 
◎湖南・甲賀にも重症心身障害児者の通園施設を

つくってほしい新しい運動の芽が生まれてき

た！ 
◎「医ケア」のある子どもも夏休みに積極的にサ

マースクールに参加したい！看護師さんのボ

ランティア協力のおかげで新しい道を開こう

としているお母ちゃんたち。 
 
②＜看護師さんとの関係づくり＞ 
＊ 看護師・教師集団・保護者が子どもを真ん中

に置いて、トライアングルでつながってこそ

の医ケアクラスの教育実践。 
・とりあえずは、明るく笑顔で、看護師さんたち

と気楽に何でも話せる関係作り。お互いの“人”

と“なり”を知りましょう！から始める。授業

はおもしろいことをやってみる。看護師さんに

見てみたいなぁと思ってもらえる・質問もして

もらえるようなきっかけを作る。もちろんこち

らからもいろいろ質問してそれぞれの家庭事

情の話で盛り上がる。（夫や子どものこと・・。

その他何でも） 
・ケア準備に関わる少々の忘れや抜けは、いちい

ち気にしない。「すみません」で済むことなら、

笑って流す。今度から気をつける。一度ミスす

ると次からはものすごく集中するようになる

はず。それよりも絶対に気を抜けないケアに関

わる部分だけは確実に緊張感を保つことのメ

リハリを大事にする。細かすぎる決め事を何が

何でも忠実に守る体質を少しずつ緩める。日に

よって内容によって、状況によって少しずつ変

化する訳だから、出来るものが出来る時に出来

ることをする。お互いのことを思い合って、「あ

りがとう」と「すみません」が気楽に言い合え

る関係づくり。 
ケアのことで分からないこととか、なぜそう

するの？とか疑問に思ったことは、何でも質問

する。看護師さんは、そこからまた丁寧に調べ

て資料まで用意して教えてくれたこともある。 
・子どもたちの健康管理については、常に連携し、

細かなことを伝え合うのはもちろんだが、この

子らが、どこでどんなことを感じているのか？

微妙に変化する姿、何らかの思いを表出してい

る姿、その瞬間に見せる表情や発声への意味づ

けなど、子どもの様子を出来るだけ看護師さん

らと共有したい。子どもの課題や成長を少しで

も一緒に分かち合いたいから、子どもらが見せ

てくれたキラッと光る姿をマメに伝えた。その

瞬間に空間を共にしていなくても、後から伝え

る。Ｓちゃんたちへの愛を一緒に深めていく。 
 
☞◎看護師さんから「もっと私らに出来ること

あったらするから遠慮なく言ってね」とか「授

業とか見せてもらってもいい？」と積極的に

一緒に協力する場面が徐々に増えてきた。 

私たちが学習で伝えたいこと・子どもから

引き出したいこと・供給したいことの諸々を、

同じ空気の中で共感できている実感がある。

何も言わなくても早めに準備してくれて、ギ

リギリまで授業に参加出来るような配慮を

してもらえるような看護師さんの動き。 

◎ある合同学習での看護師さんとのやりとり。S

ちゃんは４年生になって学年集会に参加。し

かし集会の終了時間はいつも注入時間と重な

る。学習途中でも瞬間で寝たり起きたりを繰

り返してしまう S ちゃんが「今日はバッチリ

起きてる。みんなで楽しそうな風船バレーが

盛り上がっている。もうちょっと S ちゃんに

も風船バレーに参加させてあげたい・・」と

看護師さんの思いと担任の思いが一致した。

しかし私はどう判断したら良いのか分からな

い。そこで看護師さんからの提案で注入を１

５分遅らせて、午後からの水分もずらしまし

ょう・・と。まさに子どもへの教育活動と医

療ケアを同時進行させていくことの意味を一

緒に考えられた時間でした。 

◎子どもの発作や呼吸状態の実態を関わる人
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みんなでどう共有するのか？ 

同じ子どもを担任して３年目ともなると、

ずっと S ちゃんの発作の状態や変化を見て

きているので、自分一人の判断で看護師や養

護教諭を呼ばずに様子を見て、発作が治まる

のを待つことも多くなってきた。しかし、看

護師さんは毎日見ている訳ではないし、他の

担任は毎年変わるので、多くのものでどう共

有し確認し、判断していくのか？新しい人は

迷う。 
よく知っている担任が他クラスに応援に

出る場合もあり、発作への対応を多くのもの

で共有するために看護師さんが考えて行動

されたことは、デジタルカメラでの動画撮影。

保護者とも一緒に見て確認出来る。 
口で説明しても、記録に残しても、人がイ

メージする姿はずれていることがかなり多

いはず。 
◎看護師が忙しいだろうと勝手に配慮・判断し

て、たまたま控え室におられた担当者ではな

い看護師を呼んで、発作の対応をお願いした

ことがあった。その後に、「担当看護師は保

護者にもきちんとその日の子どもの様子を

伝えたいから、小さな発作でも、別用で手を

取られていたとしても後から呼んでほしい」

と・・。 
看護師さんたちから自分たちも責任感をも

って仕事をしていると自負されている思いが

伝わり、私たち教師もそれを支えていきたいし、

そこから学ばなければならない。 
 
４．重症心身障害のある子どもらをどう理解す

る？この教育を１から学ぶ！ 
 
５．Ｍちゃんへの過失経験を通して 

 

６．学校として情報をどう共有し、今後に生かせ

るのか？医ケア児童・生徒の学校教育を充実さ

せるために必要なことは？ 
◎重心の子らの機能訓練のあり方。やりながらで

ないと覚えていけないし時間がかかる。指導者

の専門性を高めるための学校としての体制作

りは、重要課題。しかし毎年異動人事が激しく

（学校間・学校内）、校内においても大規模化

がどこの学校でも年々深刻な課題となる中、校

内人事もままならない実情がある。子どもに責

任ある教育を保障するための“人つくり”が何

よりも大事。単に機能訓練が出来る技術だけで

はない、この重度の子どもらの教育を語ること

の出来る教師を増やしていきたい。 
◎特別支援学校にいる重心の子どもたちの割合

は１割～２割弱。医ケア児童はもっと少数派。

本来なら一番丁寧に重きを置いて教育される

べき子どもたちなのに、教育条件保障が整って

いない。保護者送迎の負担の大きさやそのこと

で登校日数が少ないこと、学校看護師さんの労

働実態が様々な面で整っていないことなどを

全校職員が共有できていないし。全校保護者に

いたっては知らない人がほとんど。少数故に保

護者の我慢と努力だけに頼り切り（放棄され

て）当たり前の権利をも仕方ない・難しいで済

まされてしまう実情。学校内重要課題であるこ

とを全校で確認し続けたい。 
◎看護師の労働条件充実は必要不可欠。特に、宿

泊を伴う学部・学校行事は様々な条件を保障で

きていない。フローティングスクールや修学旅

行での看護師さんの負担が非常に大きい。（学

校看護師に限らず）宿泊手当らしきものがない。

この子らは看護師さんがいないと、全て母が一

緒に付き添っていないとどこにも何も参加出

来ない。しかし現状はサマースクール参加や宿

泊行事など、母と看護師の好意や善意に甘えす

ぎであるし、人間的に義理と情のつながりで来

てくださっていたり・・という部分が大きすぎ

る。制度上の待遇改善・向上に向けた動きを公

務上で働きかけられないものか・・。 
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Ⅱ 訪問教育研究資料 

１ 特別支援教育に関する資料 

１－１ 学校教育法施行令の一部改正について（通知） 
25 文科初第 655 号 

平成 25 年 9 月 1 日 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長 

各都道府県知事 

附属学校を置く各国立大学法人学長 

構造改革特別区域法第 12 条 

第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長 

独立行政法人特別支援教育総合研究所理事長 

 

文部科学事務次官   

山中 伸一 

 

学校教育法施行令の一部改正について（通知） 

 

このたび、別添のとおり、「学校教育法施行

令の一部を改正する政令」（以下「改正令」と

いう。）が閣議決定され、平成 25 年 8 月 26

日付けをもって政令第244号として公布され

ました。その改正の趣旨及び内容等は下記の

とおりですので、十分に御了知の上、適切に

対処くださるようお願いします。 

また、各都道府県教育委員会におかれては

所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対

して、各指定都市教育委員会におかれては所

管の学校に対して、各都道府県知事及び構造

改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受け

た各地方公共団体の長におかれては所轄の学

校及び学校法人等に対して、各国立大学法人

学長におかれては附属学校に対して、改正の

趣旨及び内容等について周知を図るとともに、

必要な指導、助言又は援助をお願いします。 

 

記 

第 1 改正の趣旨 

今回の学校教育法施行令の改正は、平成 24

年 7月に公表された中央教育審議会初等中等

教育分科会報告「共生社会の形成に向けたイ

ンクルーシブ教育システム構築のための特別

支援教育の推進」（以下「報告」という。）に

おいて、「就学基準に該当する障害のある子ど

もは特別支援学校に原則就学するという従来

の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、

本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、

教育学、医学、心理学等専門的見地からの意

見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な

観点から就学先を決定する仕組みとすること

が適当である。」との提言がなされたこと等を

踏まえ、所要の改正を行うものであること。 

なお、報告においては、「その際、市町村教

育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提

供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊

重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学

校等が教育的ニーズと必要な支援について合

意形成を行うことを原則とし、最終的には市

町村教育委員会が決定することが適当であ

る。」との指摘がなされており、この点は、改

正令における基本的な前提として位置付けら

れるものであること。 

第 2 改正の内容 

視覚障害者等（視覚障害者、聴覚障害者、

知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体

虚弱者を含む。）で、その障害が、学校教育法

施行令第 22 条の 3 の表に規定する程度のも

のをいう。以下同じ。）の就学に関する手続に

ついて、以下の規定の整備を行うこと。 

1 就学先を決定する仕組みの改正（第 5

条及び第 11 条関係） 

市町村の教育委員会は、就学予定者のう

ち、認定特別支援学校就学者（視覚障害者

等のうち、当該市町村の教育委員会が、そ

の者の障害の状態、その者の教育上必要な

支援の内容、地域における教育の体制の整

備の状況その他の事情を勘案して、その住

所の存する都道府県の設置する特別支援学

校に就学させることが適当であると認める

者をいう。以下同じ。）以外の者について、

その保護者に対し、翌学年の初めから 2 月

前までに、小学校又は中学校の入学期日を
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通知しなければならないとすること。 

また、市町村の教育委員会は、就学予定

者のうち認定特別支援学校就学者について、

都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初

めから 3 月前までに、その氏名及び特別支

援学校に就学させるべき旨を通知しなけれ

ばならないとすること。 

2 障害の状態等の変化を踏まえた転学

（第 6 条の 3 及び第 12 条の 2 関係） 

特別支援学校・小中学校間の転学につい

て、その者の障害の状態の変化のみならず、

その者の教育上必要な支援の内容、地域に

おける教育の体制の整備の状況その他の事

情の変化によっても転学の検討を開始でき

るよう、規定の整備を行うこと。 

3 視覚障害者等による区域外就学等（第 9

条、第 10 条、第 17 条及び第 18 条関係） 

視覚障害者等である児童生徒等をその住

所の存する市町村の設置する小中学校以外

の小学校、中学校又は中等教育学校に就学

させようとする場合等の規定を整備するこ

と。 

また、視覚障害者等である児童生徒等を

その住所の存する都道府県の設置する特別

支援学校以外の特別支援学校に就学させよ

うとする場合等の規定を整備すること。 

4 保護者及び専門家からの意見聴取の機

会の拡大（第 18 条の 2 関係） 

市町村の教育委員会は、児童生徒等のう

ち視覚障害者等について、小学校、中学校

又は特別支援学校への就学又は転学に係る

通知をしようとするときは、その保護者及

び教育学、医学、心理学その他の障害のあ

る児童生徒等の就学に関する専門的知識を

有する者の意見を聴くものとすること。 

5 施行期日（附則関係） 

改正令は、平成 25 年 9 月 1 日から施行

すること。 

第 3 留意事項 

１ 平成 23 年 7 月に改正された障害者基

本法第 16 条においては、障害者の教育

に関する以下の規定が置かれているとこ

ろであり、障害のある児童生徒等の就学

に関する手続については、これらの規定

を踏まえて対応する必要があること。特

に、改正後の学校教育法施行令第 18 条

の 2 に基づく意見の聴取は、市町村の教

育委員会において、当該視覚障害者等が

認定特別支援学校就学者に当たるかどう

かを判断する前に十分な時間的余裕をも

って行うものとし、保護者の意見につい

ては、可能な限りその意向を尊重しなけ

ればならないこと。 

 

【参考：障害者基本法（抄）】（教育）  

第16条 国及び地方公共団体は、障害者が、

その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を

踏まえた十分な教育が受けられるようにする

ため、可能な限り障害者である児童及び生徒

が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受

けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方

法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じ

なければならない。  

2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達

成するため、障害者である児童及び生徒並び

にその保護者に対し十分な情報の提供を行う

とともに、可能な限りその意向を尊重しなけ

ればならない。  

3 国及び地方公共団体は、障害者である児

童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との

交流及び共同学習を積極的に進めることによ

つて、その相互理解を促進しなければならな

い。  

4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に

関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資

質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の

整備その他の環境の整備を促進しなければな

らない。 

2 以上のほか、障害のある児童生徒等の就

学に関する手続に関しては、報告において、

「現在、多くの市町村教育委員会に設置され

ている「就学指導委員会」については、早期

からの教育相談・支援や就学先決定時のみな

らず、その後の一貫した支援についても助言

を行うという観点から、「教育支援委員会」（仮

称）といった名称とすることが適当である。」

との提言がなされており、この点についても

留意する必要があること。 
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障害のある児童生徒の教材の充実について 報告 （概要） 
 

障害のある児童生徒の教材の充実に関する検討会 

 
  

１．基本的な考え方 

 

○ 障害の状態や特性に応じた教材や支援機器、指導方法、活用事例等に関する全国レベルで情報
交換するためのデータベースの作成。 
○ 障害のある児童生徒が使用しやすい教材や支援機器の研究開発の支援。 
○ 音声教材として複製された教科用特定図書等を製作するボランティア団体等の支援。 
○ ＩＣＴや支援機器の技術的支援を行う外部専門家による支援。 

○ 教材や支援機器の活用方法や指導方法に関する各都道府県等の指導者層を養成するための研
修等の実施。                                                                                                     

２．今後の推進方策 

（１）国等の役割割 

 

○ 地方財政措置や関連する国の施策を踏ま
えた教材等の整備。 

○ 教材等の活用方法や指導方法を習得する
ための研修等の実施、先進的な取組に関する
情報提供。 

○ 特別支援学校がセンター的機能を活用した
教材等の貸出しや活用方法等の指導・助言等
を行うことを念頭に置いた教材等の整備の支
援。 

（２）教育委員会の役割 

 

○ 校内委員会の活用など学校としての組織的
な対応。 

○ 校内研修等を通じた児童生徒一人一人の
教育的ニーズに応じた教材や支援機器の充
実・活用。 

○ 特別支援学校におけるＩＣＴや支援機器の技
術的支援を行う外部専門家の配置及びセン
ター的機能を活用した、地域の小・中・高等学
校等への支援。 

 

○ 学校と企業等との情報交換が促進される仕
組みの構築。 

○ 教材等の作成に関する大学、高専、専修学
校、ボランティア団体等との連携。 

（５）産業界・大学等との連携 
（３）学校の体制整備 

 ○ 障害のある児童生徒の将来の自立と社会参加に向けた学びの充実を図るためには、障害の
状態や特性を踏まえた教材を効果的に活用し、適切な指導を行うことが必要。 

 

 ○ このため、各学校における必要な教材の整備、新たな教材の開発、既存の教材を含めた教材
の情報収集に加え、教員がこれらの教材を活用して適切な指導を行うための体制整備の充実が
求められる。                                                      

 

○ 個別の指導計画に教材等に係る合理的配
慮の内容の明記。 

○ 児童生徒一人一人の障害の状態や特性を
理解した上で、適切な教材等を用いて適切な
指導を行うための知識・技能の習得（外部専
門家による支援。）。 

○ 家庭学習における教材等の活用や家庭で
使用する教材等の学校における活用を踏まえ
た保護者との連携。 

（４）教員の知識の習得及び指導方法の改善 

１－２ 障害のある児童生徒の教材の充実について 報告（通知）
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２ 医療的ケアの必要な方の地域生活を支える取り組み 

2011年 6月 15日に「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正」が行われました。これにより従来

の法律解釈による「違法性の阻却」による対応から、法律にもとづく対応への変更が必要となり、文

部科学省は検討会議を設置した後、「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について（通

知）」（23文科初第 1344号 同年 12月 20日）を発出しました。 

医療的ケアを行う教員等は、法に会わせて登録研修機関（多くは教育委員会）で基本研修を受け、

その後、各学校で要医療的ケア児に実地研修を行い、適切な実施ができていることを指導看護師に確

認してもらい、教育委員会を通じて各都道府県に登録し、認定特定行為業務従事者となります。認定

特定行為業務従事者である教員等が在籍する特別支援学校は、登録特定行為事業者として各都道府県

に登録します。新しい制度になり、現在、移行期にあると言えます。 

 

２－１ 文部科学省「平成 24年度特別支援学校医療的ケア実施体制状況調査」 

（平成24年5月１日現在） 

（１）対象幼児児童生徒数 

区分 
医療的ケアが必要な幼児児童生徒数（名） 

幼稚部 小学部 中学部 高等部※1 合計 

通学生 43 2,860 1,351 1,263 5,517 

訪問教育（家庭） 0 581 223 266 1,070 

訪問教育（施設） 0 166 96 156 418 

訪問教育（病院） 0 254 110 162 526 

合計 43 3,860 1,780 1,847 7,531 

在籍者数（名）※2 1,459 36,094 27,865 59,450 124,868 

割合( %) 2.9% 10.7% 6.4% 3.1% 6.0% 

※１ 高等部の専攻科は除く。 ※２ 平成 24年度学校基本調査による。 
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（２）行為別対象幼児児童生徒数 ●は教員が行うことを許容されている医療的ケア項目である。 

※●は認定特定行為業務従事者が行うことを許容されている医療的ケア項目である。 

 

（３）対象幼児児童生徒数・看護師数等の推移 

※１ 岩手県、宮城県、福島県、仙台市は調査対象外 

※２ 平成24年度からは、認定特定行為業務従事者として医療的ケアを行っている教員数 

（調査期日は平成24年10月1日） 

 
（４）小中学校における医療的ケアが必要な児童生徒数（平成２４年５月１日現在） 

小学校 中学校 小・中学校 
通常の学級 特別支援学級 

 
通常の学級 特別支援学級 

 
通常の学級 特別支援学級  

259 432 691 52 95 147 311 527 838 

※ 公立の小学校、中学校（中等教育学校の前期課程を含む）を調査対象としている。 

※「医療的ケアが必要な児童生徒」とは、小・中学校において日常的に、看護師や保護者などから、

経管栄養やたんの吸引などの医行為を受けている者である。（本人が行うものを除く） 

医療的ケア項目 計（名） 

栄養 

●経管栄養（鼻腔に留置されている管からの注入） 2,053 

●経管栄養（胃ろう） 2,893 

●経管栄養（腸ろう） 118 

経管栄養（口腔ネラトン法） 67 

ＩＶＨ中心静脈栄養 61 

呼吸 

●口腔・鼻腔内吸引（咽頭より手前まで） 3,265 

口腔・鼻腔内吸引（咽頭より奥の気道） 2,275 

経鼻咽頭エアウェイ内吸引 165 

気管切開部（気管カニューレより）からの吸引  2,179 

気管切開部の衛生管理 2,040 

ネブライザー等による薬液（気管支拡張剤等）の吸入  1,665 

経鼻咽頭エアウェイの装着 166 

酸素療法 1,073 

人工呼吸器の使用 878 

排泄 導尿（介助） 502 

その他 817 

合計（延人数）  20,217 

医療的ケアが必要な幼児児童生徒数 7,531 

対象等 

年度 

医療的ケア対象幼児児童生徒 看護師数（名） 

教員数（名） 在籍校数

（校） 
幼児児童生徒数（名）  

平成17年度  542  5,824  597  2,769 

平成18年度  553  5,901  707  2,738 

平成19年度  548  6,136  853  3,076 

平成20年度  575  6,623  893  3,442 

平成21年度  600  6,981  925  3,520 

平成22年度 607 7,306 1,049 3,772 

平成 23年度※１ 580 7,350 1,044 3,983 

平成 24年度 615 7,531 1,291 3,236※２ 
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0
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0
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0
0

0
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Ｓ
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＋
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３
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２－２　平成25年度都道府県等喀痰吸引等実施状況　登録研修機関数�
�             （平成25年4月1日現在）��
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ど
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福
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鶴
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が
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サ
ム
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福

）
乙
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ト
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）
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定
）
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福
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京
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福
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人
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発
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府
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5

（
福

）
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府
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祉

協
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会
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）
E
E
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1
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福
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白

寿
会
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会

研
修

セ
ン

タ
ー

（
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（
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）
ニ

ッ
ソ

ー
ネ

ッ
ト

　
福

祉
の

教
室

ほ
っ

と
倶

楽
部

（
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5
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（
医

）
三

和
会

　
有

料
老

人
ホ

ー
ム

い
こ

い
（
5
）

7
1

8

（
福

）
大

阪
府
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会

福
祉

協
議

会
 （
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0
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（
有

）
ヒ

ュ
ー
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ケ
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ス
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ー

シ
ョ

ン
ヒ

ュ
ー
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ン
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ア
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祉

学
院
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）
ヒ
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ー

マ
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ア
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
青
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祉

学
院

　
（
1
5
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（
福
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悠

人
会
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別

養
護
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人
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ー

ム
ベ

ル
ア

ル
プ

　
（
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（
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ア
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ラ
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）

（
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）
ベ
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ッ
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イ

ル
ケ

ア
（
1
0
）

（
福

）
白

寿
会
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セ
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5
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（
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ニ
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ソ
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ネ

ッ
ト

　
福

祉
の

教
室

ほ
っ

と
倶

楽
部

（
1
5
）

2
1
0

7

（
株

）
日
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教

育
ク

リ
エ

イ
ト

大
阪

支
社

（
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0
）

（
有

）
輝

ケ
ア

セ
ン

タ
ー

３
９

（
1
5
）

（
特

定
）
ポ

ム
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ウ
ス

　
（
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2
0
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（
株
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ス
ト

ウ
ェ

イ
・
ケ
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デ

ミ
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4
0
）

（
株

）
オ

ー
ル

ケ
ア

ラ
イ

フ
　

（
3
0
）

（
福

）
高

槻
ラ

イ
フ

ケ
ア

協
会

（
2
0
）

（
特

定
）
地

域
に

広
が

れ
ー

医
療

的
ケ

ア
（
6
0
）

大
阪

市
教

育
委

員
会

事
務

局
指

導
部

特
別

支
援

担
当

（
2
4
5
）

大
阪

府
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
振

興
室

支
援

教
育

課
（
2
0
0
）

9
6
0

2
8
 兵

庫
県

3
0

0
0

0
0

3

神
戸

市
教

育
委

員
会

　
（
6
0
）

姫
路

市
教

育
委

員
会

　
（
1
2
）

（
Ｎ

Ｐ
Ｏ

）
メ

イ
ン

ス
ト

リ
ー

ム
協

会
　

（
2
0
0
）

（
公

財
）
介

護
労

働
安

定
セ

ン
タ

ー
兵

庫
支

部
（
4
0
）

3
1
2

2
9
 奈

良
県

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0
 和

歌
山

県
1

0
0

0
0

0
1

和
歌

山
県

教
育

委
員

会
　

（
1
0
0
）

1
0
0

○

3
1
 鳥

取
県

1
1

0
0

1
(社

)こ
う

ほ
う

え
ん

　
（
1
6
8
）

1
6
8

0
0
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3
2
 島

根
県

6
5

3

（
学

）
六

日
市

医
療

技
術

専
門

学
校

（
8
0
）

(株
)あ

お
ぞ

ら
八

重
垣

（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

）
（
1
8
）

（
医

）
同

仁
会

（
4
5
）

1
4
3

2

隠
岐

地
区

老
人

福
祉

施
設

研
究

協
議

会
（
3
0
）

（
福

）
ほ

の
ぼ

の
会

（
6
0
）

9
0

1
島

根
県

教
育

委
員

会
（
1
0
）

1
0

○

3
3
 岡

山
県

8
5

1
（
医

）
盛

全
会

 介
護

老
人

保
健

施
設

 日
立

養
力

セ
ン

タ
ー

　
（
3
0
）

3
0

4

（
福

）
も

も
た

ろ
う

会
 介

護
老

人
保

健
施

設
つ

つ
じ

苑
（
1
0
）

（
福

）
も

も
た

ろ
う

会
 介

護
老

人
保

健
施

設
す

ま
い

る
苑

（
1
0
）

（
福

）
薫

風
会

 く
ら

し
き

総
合

福
祉

専
門

学
校

（
9
0
）

（
福

）
旭

川
荘

（
2
0
）

1
3
0

3
ケ

ア
サ

ポ
ー

ト
く

ら
し

き
　

（
未

定
）

岡
山

県
教

育
委

員
会

　
（
5
1
）

医
療

法
人

岡
村

一
心

堂
病

院
　

（
3
0
）

8
1

○

3
4
 広

島
県

2
7

2
0

8

（
医

）
辰

川
会

 山
陽

病
院

　
（
2
0
）

（
福

）
桜

樹
会

 地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
す

ず
　

（
8
0
）

（
福

）
桜

風
会

 介
護

老
人

福
祉

施
設

　
あ

い
あ

い
　

（
4
0
）

（
社

医
社

団
）
沼

南
会

 介
護

老
人

保
健

施
設

　
ぬ

ま
く

ま
　

（
2
0
）

（
福

）
尾

道
さ

つ
き

会
 尾

道
福

祉
専

門
学

校
　

（
6
0
）
※

（
学

）
木

村
学

園
 ト

リ
ニ

テ
ィ

カ
レ

ッ
ジ

広
島

医
療

福
祉

専
門

学
校

　
（
6
0
）
※

（
福

）
松

風
会

 特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
松

風
園

　
（
5
0
）

（
株

）
Q

O
L
サ

ー
ビ

ス
 多

機
能

地
域

ケ
ア

ホ
ー

ム
あ

り
が

と
う

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（
1
0
）

3
4
0

1
2

（
医

）
辰

川
会

 山
陽

病
院

　
（
1
0
）

（
医

社
団

）
二

山
会

 介
護

老
人

保
健

施
設

　
ゆ

う
ゆ

う
の

園
　

（
1
2
）

（
福

）
白

寿
会

 介
護

老
人

保
健

施
設

　
呉

中
央

コ
ス

モ
ス

園
　

（
2
0
）

（
福

）
桜

樹
会

 地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
す

ず
　

（
8
0
）

（
福

）
桜

風
会

 介
護

老
人

福
祉

施
設

　
あ

い
あ

い
　

（
4
0
）

（
医

社
団

）
博

愛
会

 介
護

老
人

保
健

施
設

　
き

さ
か

　
（
2
0
）

（
社

医
社

団
）
沼

南
会

 介
護

老
人

保
健

施
設

　
ぬ

ま
く

ま
　

（
2
0
）

（
福

）
松

風
会

 特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
松

風
園

　
（
5
0
）

（
株

）
Q

O
L
サ

ー
ビ

ス
 多

機
能

地
域

ケ
ア

ホ
ー

ム
あ

り
が

と
う

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（
1
0
）

（
財

）
広

島
原

爆
被

爆
者

援
護

事
業

団
広

島
原

爆
養

護
ホ

ー
ム

倉
掛

の
ぞ

み
園

（
2
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（
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）
清
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会
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別

養
護

老
人

ホ
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ム
芦
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（
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会
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島
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茂

台
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Ａ
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ﾋ
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障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
障
害
者
差
別
解
消
法
＜
平
成
２
５
年
法
律
第
６
５
号
＞
）
の
概
要

障
害
者
基
本
法

第
４
条

基
本
原
則

差
別
の
禁
⽌

第
１
項
：
障
害
を
理
由
と
す
る

差
別
等
の
権
利
侵
害

⾏
為
の
禁
⽌

第
2項
：
社
会
的
障
壁
の
除
去
を
怠
る

こ
と
に
よ
る
権
利
侵
害
の
防
⽌

第
3項
：
国
に
よ
る
啓
発
・
知
識
の

普
及
を
図
る
た
め
の
取
組

何
⼈
も
、
障
害
者
に
対
し
て
、
障
害
を
理

由
と
し
て
、
差
別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
権

利
利
益
を
侵
害
す
る
⾏
為
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

社
会
的
障
壁
の
除
去
は
、
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る

障
害
者
が
現
に
存
し
、
か
つ
、
そ
の
実
施
に
伴
う
負

担
が
過
重
で
な
い
と
き
は
、
そ
れ
を
怠
る
こ
と
に
よ

つ
て
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ

う
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮

が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
は
、
第
⼀
項
の
規
定
に
違
反
す
る
⾏
為
の
防

⽌
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
を
図
る
た

め
、
当
該
⾏
為
の
防
⽌
を
図
る
た
め
に
必
要
と

な
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
を
⾏
う
も

の
と
す
る
。

具
体
化

 
Ⅰ
．
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
措
置

 

Ⅱ
．
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
支
援
措
置

差
別
的
取
扱
い
の
禁
⽌

合
理
的
配
慮
の
不
提
供
の
禁
⽌

国
・
地
⽅
公
共
団
体
等

⺠
間
事
業
者

⺠
間
事
業
者

国
・
地
⽅
公
共
団
体
等

法
的
義
務

努
⼒
義
務

法
的
義
務

政
府
全
体
の
⽅
針
と
し
て
、
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
基
本
⽅
針
を
策
定
（
閣
議
決
定
）

●
国
・
地
⽅
公
共
団
体
等
 

⇒
当
該
機
関
に
お
け
る
取
組
に
関
す
る
要
領
を
策
定
※

●
事
業
者
 

⇒
事
業
分
野
別
の
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
を
策
定

具
体
的
な
対
応

●
主
務
⼤
⾂
に
よ
る
⺠
間
事
業
者
に
対
す
る
報
告
徴
収
、
助
⾔
・
指
導
、
勧
告

実
効
性
の
確
保

●
国
内
外
に
お
け
る
差
別
及
び
差
別
の
解
消
に
向
け
た
取
組
に
関
わ
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供

情
報
収
集
等

●
相
談
・
紛
争
解
決
の
体
制
整
備
 
⇒
既
存
の
相
談
、
紛
争
解
決
の
制
度
の
活
⽤
・
充
実

紛
争
解
決
・
相
談

●
障
害
者
差
別
解
消
⽀
援
地
域
協
議
会
に
お
け
る
関
係
機
関
等
の
連
携

地
域
に
お
け
る
連
携

●
普
及
・
啓
発
活
動
の
実
施

啓
発
活
動

※
 地
⽅
の
策
定
は
努
⼒
義
務

施
行
日
：
平
成
２
８
年
４
月
１
日
（
施
行
後
３
年
を
目
途
に
必
要
な
見
直
し
検
討
）

３　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）（概要）
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Ⅲ 「こんにちは」目次 

１４０号（２０１３年１月２０日発行）～１４４号（２０１３年１２月２０日発行） 
 
●１４０号（２０１３年１月２０日発行） 

◇巻頭言「対話を通して学びあう」 

河合 隆平（全国訪問教育研究会 副会長） 

◇第１回関訪研（関東ブロック研究会）開かれる 

◇ピエゾスイッチでの意思表示～運動会での取

り組み～ 

伊藤 純子先生（三重県立杉の子特別支援学校） 

◇２０１２年 状況調査まとめ（１） 

「実践例・教材」「複数訪問」「スクーリング時

の医療的ケア」 

◇在宅訪問教育生徒・スクーリングの取り組み 

 橋本 哲子先生（大阪府立藤井寺支援学校中学

部） 

◇２０１１年度会計 決算報告 

◇２０１２年度会計 予算 

◇分科会概要報告 

第４分科会「施設内の教育」 

◇「ちいさないのち」海外へ飛翔！ 

◇「ちいさないのち」楽譜、振り付け 

◇編集後記 

 

●１４１号（２０１３年２月２８日発行） 

◇巻頭言「全訪研の役割とみなさんへの提案 

 ～地域訪問教育研究会の実施を～」 

木下 博美（全国訪問教育研究会・副会長） 

◇「地域」を考える 

高木 尚（全国訪問教育研究会 会長） 

◇２０１２年 状況調査まとめ（２） 

「スクーリング」「教科指導」「災害時の連絡方

法」 

◇「みんなとつながろう！ ～テレビ会議システ

ムを使ってみよう～」 

漆田 貴子先生（千葉県立船橋特別支援学校） 

◇「訪問教育児童生徒にとっての修学旅行とは… 

～新設校での取り組み～」 

本山 泰子先生（兵庫県立芦屋特別支援学校） 

◇「離島の訪問教育～合同スクーリング～」 

苑田 幸敬先生（長崎県立佐世保特別支援学校 

上五島訪問教育担当） 

◇「訪問教育の修学旅行の様子について」 

尾崎 仁子先生（岡山県立早島支援学校） 

◇「ミニミニ実践検討会」はいいですよ！ 

長 正晴（全訪研事務局長・埼玉県立川島ひば

りが丘特別支援学校） 

 

●１４２号（２０１３年４月２０日発行） 

◇巻頭言 

高木 尚（全国訪問教育研究会 会長） 

◇「訪問児童のスクーリング週２回を受けて～

“何か感じている？”母の発見！～」 

上林 良美（福井県立嶺南西特別支援学校） 

◇「訪問教育生徒Ａさんへの取組～「学校へ行き

たい」～」 

礒部 ゆかり（福岡県立築城特別支援学校） 

◇「施設の中の学校」 

柵山 芳子（岩手県立盛岡となん支援学校） 

◇「卒業おめでとう、Ａちゃん」 

内門 かおり（和歌山県立紀伊コスモ支援学校） 

◇愛媛新聞記事（２０１３年３月２６日号） 

◇２０１２年 状況調査まとめ（３） 

「修学旅行」「既卒者、不就学者への取り組み」

「進路指導・卒後ケア」「就学前」「訪問担当者

の研修」 

◇実態調査表・グラフ 

平成２４年度版 全国特別支援学校実態調査

より 

 

●１４３号（２０１３年７月２０日発行） 

◇巻頭言「いきる喜び・いきる厳しさ」 

細井 眞（第２６回大会（滋賀）現地実行委員

会事務局：三雲養護学校教諭） 

◇プレ集会を開催しました 

滋賀大会・現地実行委 

◇「交流籍を活用した交流及び共同学習」 

木村 るみ子（岩手県立宮古恵風支援学校） 

◇「訪問のつどい」 

大賀 麻衣・渡辺 恵美（静岡県立東部特別支

援学校） 

◇Happy Birthday To You！ 

百瀬 憲子（長野県立松本養護学校） 
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◇役員人事の提案 

全訪研役員会 

◇海君、元気にやっていますよ！ 

◇訪問教育をテーマとした小説を紹介します 

◇滋賀大会に向けての基調報告(案) 

◇２０１３年度 活動方針(案) 

 

●１４４号（２０１３年１２月２０日発行） 

◇開会挨拶 

高木 尚（全国訪問教育研究会 会長） 

◇大会実行委員長挨拶 

田村 和宏（びわこ学園障害者支援センター所

長） 

◇来賓挨拶 

福田 智佳子（全国訪問教育親の会 代表） 

◇開催地からの報告 

現地実行委員会 

◇基調報告 

木下 博美（全国訪問教育研究会 副会長） 

◇大会記念講演「重い障害のある人の生きるよろ

こびと「生命倫理」」 

髙谷 清（びわこ学園医療福祉センター草津） 

◇分科会報告 

◇大会実行委員長 閉会挨拶 

田村 和宏（びわこ学園障害者支援センター所

長） 

◇会長謝辞 

高木 尚（全国訪問教育研究会 会長） 

◇次回開催地への引継ぎ 

細井 眞（滋賀県実行委員会） 

西園 祐子（第２７回南九州大会 事務局長） 

◇閉会挨拶 

池田 憲一（滋賀県実行委員会） 

◇大会宣言 

◇大会アラカルト写真 
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◇編集後記◇ 
 「訪問教育研究第26集」をお届けします。8月の滋賀大会では重症児教育の歴史を再確認し、子どもたちの笑

顔と関わってきた人々の思いを胸に刻みました。今号がその記録となっていることを願っています。 
先日、愛媛県の訪問教育の保護者の方とゆっくり話す機会がありました。愛媛県は県央にのみ肢体不自由校が

あり、遠距離で通えない子どもたちは訪問教育を選択せざるを得ない状況ですが、平成 27 年度から肢体不自由

児を対象とした学校（部門）が県東部、南部に設置されることになりました。10数年前、お子さんが小学校に上

がる時、西村元会長に来年から訪問教育を受けることを話したら、「重症児教育不毛の地だから変えていかな、あ

かん」と言われたそうです。お子さんは平成26年度で高等部卒業を迎えるので、通学は叶わないのですが、「や

っと変わるんじゃ」と何度も繰り返し、訪問の仲間が通学できるようになることを嬉しそうに話しておられまし

た。その方は要求することではなく、子どもたちを見てもらうことをしてきたと仰っていました。 
子どもたちを見てもらうことから会話が始まり、対話へ、発展へとつながっていくのだと思います。 
教育が、世の中が変わっていく中で本当に大切なものを見失うことなく、子どもたちの笑顔を守り、発信し続

けていきましょう。 
最後になりますが、お忙しい中、原稿を執筆していただいた方々に心から感謝申し上げます。 

（編集担当 樫木） 
２０１３年１２月 
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